
「生活対策」における出産・子育て支援の拡充について   



生活対策（抜粋）  
平成20年10月30日  

新たな生活対策に関する政府・与党会議、経済対策関係閣僚会議合同会議決定  

3．生活安心確保対策  

◇ 国民の生活不安の解消のため、消費者庁（仮称）の創設など消責者政策の抜本的強化等   

とともに、10万人程度の介護人材等の増強、出産・子育て支援、障害者一医療・年金対策を   
推進する。  

＜具体的施策＞（抄）  

○出産・子育て支援の拡充  

イ安心こども基金（仮称）」創設による子育て支援サービスの緊急整備  

一 都道府県に安心子ども基金（仮称）を創設し、子育て支援サービスを緊急整備   

・「子育て応援特別手当（仮称）」の支給  

一 幼児教育期の子育てを支援するため、平成20年度の緊急措置として、子育て応援特別手当（仮称）を支給   

・安心・安全な出産の確保  

一 妊婦健診の無料化等に向けた取組の推進   

・中小企業の子育て支援促進等  

一 中小企業における育児休業・短時間勤務制度の利用やベビーシッター費用等補助の促進のための助成拡充   



安心こども基金（仮称）の創設  
約1，000億円  

〔平成22年度までの緊急措置として各都道府県に基金を創設〕   

全ての地域において、子どもを安心して育てることができるよう「新待機児童ゼ  
ロ作戦」の前倒し実施を図り、平成22年度までの集中重点期間において15万人  
分の保育所等整備を推進すること等を目的として都道府県に基金を創設するもので  
ある。  

（内容）   

1  保育所の緊急整備  

○ 保育所の緊急整備  
○ 賃貸物件による新たな保育所整備  

2 新たな保育ニーズヘの対応   
○ 認定こども園の拡充   

○ 多様な保育ニーズヘの効果的・効率的な対応   

○ 放課後児童クラブの設置等の促進  

3 保育の質の向上のための研修の実施   



子育て応援特別手当（仮称）について  

生活対策本文における記載  

第2章 具体的施策   

＜第1の重点分野＞生活者の暮らしの安心  

3．生活安心確保対策   

◇国民の生活不安の解消のため、消費者庁（仮称）の創設など消費者政策の抜本的強化等とともに、   

10万人程度の介護人材等の増強、出産・子育て支援、障害者■医療・年金対策を推進する。   

＜具体的施策＞（抄）  

○出産・子育て支援の拡充  

イ子育て応援特別手当（仮称）」の支給  

一 幼児教育期の子育てを支援するため、平成20年度の緊急措置として、子育て応援特別手当（仮称）を支給   



妊婦健診の公費負担の拡充について  

内容  

○妊婦が、健診費用の心配をせずに、必要な回数（14回程度）の妊婦健診を受けられるよう、公糞負担を拡充。  
○現在、地方財政措置されていない残りの9回釧こついて、平成22年度までの間、国庫補助（1／2）と地方財政  

措置（1／2）により支援。  

＜拡充案＞  
I 

＜現状＞  
■－■■－－‾‾‾‾‾‾‾ 「  

［＝］国庫補助  

□地方財政措置  9回   

個人負担又は  

市町村の任意助成   

5回  

市町村  
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中小企業子育て支援助成金の拡充  

参考・現行制度  

①又は②のいずれかの対象者が初めて出た場合に、  

2人目まで次の額を支給する。   

1人目 育児休業 100万円（定額）  
短時間勤務 60万円、80万円又は100万円  

（利用期間に応じて）   

2人目 育児休業 60万円（定額）  
短時間勤務 20万円、40万円又は60万円  

（利用期間に応じて）   

中小企業事業主（従業員100人以下）において、次世  
代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を作  

成一届出し、以下の①又は②のいずれかの措置を講じ  
た場合に支給  

①育児休業の付与   

子の出生後6か月以上休業を取得し、職場復帰後   
6か月以上継続して雇用されていること。  

②短時間勤務制度の利用（3歳未満）  

3歳未満の子を持つ労働者が6か月以上短時間勤   

務制度を利用したこと。  



ベビーシッター糞用等を補助する中小企業に対する助成の拡充  
（両立支援レベルアップ助成金の拡充）  
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社会保障国民会議最終報告  

平成20年11月4日  

社会保障国民会議  

1最終報告の位置付け   

社会保障国民会議は、社会保障のあるべき姿と財源問題を含む今後の改革の方向につい  

て、国民目線で議論する場として、内閣総理大臣の下に本年1月に設置された。   

以来、今日まで約10ケ月、会議の下に置かれた3つの分科会を含め、合計で31回にわた  

る会議を重ね、社会保障を巡る様々な課題について精力的に議論を行ってきた。   

この間、5月には公的年金の財政方式に関するシミュレーションを公表し、6月には中間報  

告をとりまとめたところである。   

中間報告においては、今後の社会保障が進むべき道筋として、「制度の持続可能性」ととも  

に「社会保障の機能弓封ヒ」に向けての改革に取り組むべきことを提起した。   

本最終報告は、中間報告及び中間報告において積み残した課題を中心に中間報告後に行  

った議論を含め、これまでの会静こおける全体の議論をとりまとめたものである。  

2これからの社会保障～中間報告が示す道筋～  

1社会保障国民会議における議論の出発点  

（1）国民の安全と安心を支える社会保障   

社会保障制度は、私たちの暮らしを支える最も重要な社会基盤。国民の期待に応えられ   

る社会保障制度を構築することは、国家の基本的な責任のひとつである。  

（2）時代の要請・社会の変化に応える社会保障   

社会保障制度を、持続可能なものとしつつ、経済社会の様々な変化にあわせて、その機   

能を強化していかなければならない。  

（3）全ての国民が参加し支える、国民の信頼に足る社会保障   

社会的な相互扶助の仕組である社会保障制度は全ての国民にとって必要なもの。給付の裏  

側には必ず負担がある。国民にはサービスを利用する権利と同時に制度を支える責任があ  
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る。  

（4）国と地方が協働して支える社会保障   

社会保障制度の構築と現場での運用の両面において、国と地方公共団体がそれぞれの責  

任を果たしながら対等の立場で協力し合う関係を築くことが重要である。  

2社会保障改革の基本的視点   

2000年以降の医療・年金・介護などに関する一連の「社会保障構造改革」により、社会保障  
制度と経済財政との整合性、制度の持続可能性は高まった。   

しかしながら、今日の社会保障制度は、少子化対策への取組の遅れ、高齢化の一層の進行、  

医療・介護サービス提供体制の劣化、セイフティネット機能の低下、制度への信頼の低下等の  

様々な課題に直面している。  

「制度の持続可能性」を確保していくことは引き続き重要な課題であるが、同時に、今後は、  

社会経済構造の変化に対応し、「必要なサービスを保障し、国民の安心と安全を確保するため  

の「社会保障の機能強化」」に重点を置いた改革を進めていくことが必要である。  

3 社会保障の機能強化のための改革  

（1）社会保障の制度設計に際しての基本的な考え方   

①自立と共生t社会的公正の実現  

私たちの社会は、個人の自助・自律を基本とし、一人一人の安全と安心は、相互の助け   

合い■連帯によって支えられている。社会的な連帯・助け合いの仕組である社会保障制度   

は、「所得再分配の機能」を通じて、給付の平等・負担の公平という「社会的公正」を実現す   

るものである。   

②持続可能性の確保一国民の多様な生き方の尊重  

団塊世代が75歳になる2025年以降を見通し、長期にわたって持続可能な制度の構築   

を追求する必要がある。同時に、社会保障制度は、人々の暮らしや価値観の変化に対応し   

た制度であるべきであり、個人の職業選択、就労形態や生き方の選択によって制度の適  

用、給付や負担に不合理な格差が生じるようなことがあってはならない。   

③効率性・透明性  

社会保障制度は効率的で、簡素で分かりやすいものであることが必要である。   

④公私の役割分担・地域社会の協働  

公的な支えである社会保障制度とともに、一人一人が地域社会の一員として様々な地域   

社会の支え合い・助け合いの仕組に参加し、共に支え合っていくことが重要である。  
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⑤社会経済の進歩・技術革新の成果の国民への還元   

技術革新の成果がサービスの効率化や質の向上に活かされることが必要である。  

⑥給付と負担の透明化を通じた制度に対する信頼、国民の合意・納得の形成   

ライフステージの各段階で、自分の人生設計と社会保障がいかに密接に関わりあって  

いるかを分かりやすく明示されることは、社会保障に対する理解を深め、制度への信頼  

や改革への合意、必要な負担への納得を形成していく上でも非常に重要である。  

⑦当事者として国民全体が社会保障を支えるという視点の明確化   

社会保障制度においては、国民一人一人が給付・負担の両面で社会保障の当事者であ  

り、社会保障の給付を受けサービスを利用する権利があると同時に社会保障制度を支え  

ていく責任を負っている。缶l度運営に参加することも国民の権利であり責任でもあり、その  

実現が図られるよう政府は常に最大限の努力をすべきである。  

（2）社会保障を支える基盤の充実   

①安定的な経済成長の確保  

社会保障は国民生活の安定を通じて経済を支え、経済は社会保障を支えている。安定   

的経済成長に寄与することは、結局は社会保障制度自身の基盤を支えることにつながる。   

②現役世代の活力の維持・強化  

社会保障の支え手である現役世代の活力を可能な限り維持し弓封ヒしていくことが不可欠。   

若者・女性・高齢者など、働く意思のある人は誰もがその能力を伸ばし、社会で発揮できる   

ようにしていくこと、将来に希望を持って安心して働けるよう、雇用機会、能力発揮機会を拡   

大することが重要である。さらに自助努力を促進する観点から現役時代の金融資産蓄積を   

促進するための制度拡充も図るべきである。   

③ユニバーサル社会の実現  

年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、能力と意思のあるだれもが、その持てる   

力を発揮して社会の担い手、支え手として社会活動に参画し活擢できる社会の実現が強く   

望まれる。  

（3）高齢期の所得保障  

高齢期の所得保障は、自らの勤労所得t財産所得・年金所得の適切な組み合わせが基   

本になるが、現実には公的年金が高齢期の所得保障の柱となっている。改めて言うまでも   

なく、公的年金制度の長期的な安定・給付水準の確保は重要な課題である。  

（D公的年金（基薩年金）の財政方式  

基礎年金制度の財政方式については、平成21年度からの基畦年金国庫負担の〟2へ   

の引き上げ実施を前提に、基礎年金制度の財政方式について、現行社会保険方式、現行  
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社会保険方式の修正案、税方式（複数案）について、客観的・中立的な定量的シミュレーシ  

ョンを実施し、関連資料（バックデータ）とともに公表した。   

建設的な制度改革論議を行うためには、共通の土台となる客観的・実証的データに基づ  

く議論が不可欠。このシミュレーション結果がそのような「共通の土台となる基礎資料」とし  

て活用され、基髄年金の財政方式に関する議論がさらに深まることを期待する。  

②未納問題への対応   

未納はマクロ的には年金財政に大きな影響を与えるものではないが、未納の増加（とそ  

れによる無年金者暮低年金者の発生）は、皆年金制度の理念を脅かす大きな問題。未納者  

の属性を分析し、   

・低所得者についての免除制度の積極的活用   

一非正規置用者・非適用事業所雇用者への厚生年金適用の拡大・雇用主による代行徴収   

・確信的不払者（多くは中高額所得者）に対する強制徴収の実施  

などの属性に対応した実効ある対策を早急に実施することが必要である。  

（診無年金・低年金問題への対応   

現行の納付率で将来無年金者が大きく増大することは考えにくいとはいえ、将来にわた  

って継続的に高齢者の一定割合（約2％）の無年金者は発生。未納対策の徹底とともに、  

最近増加しつつある生活保護受給者の状況にもかんがみ、基礎年金の最低保障額の設  

定、弾力的な保険料追納等の措置を検討すべきである。  

（4）医療・介護一福祉サービスの改革  

（D医療・介謝こかかる需要の増大  

75歳以上高齢者の増大・家族介護力の低下・地域のサポートカの低下等々により医療一   

介護サービス需要は増大。需要に応えるサービス確保のための将来の財源確保が大きな   

課題となることは不可避。   

②不十分t非効率なサービス提供体制  

我が国の病院は、人的・物的資源の不足、非効率が指摘される一方で、救急医療問題、   
地域医療の困窮、産科小児科医の不足など様々な課題に直面している。これらの課題に   

対し現段階でできる緊急の対策を講じていくことが必要だが、同時に構造問題の解決への   

取組が不可欠である。   

③サービス提供体制の構造改革と人的資源・物的資源の計画的整備   

「選択と集中」の考え方に基づいて、病床機能の効率化・高度化、地域における医療機   

能のネットワーク化、医療■介護を通じた専門職種間の機能・役割分担の見直しと協働体制   

の構築、人的資源の計画的養成・確保など、効率化すべきものは思い切って効率化し、他   

方で資源を集中投入すべきものには思い切った投入を行うことが必要であり、そのために   
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必要な人的・物的資源の計画的整備を行うことが必要である。  

④診療報酬体系・介護報酬体系の見直し   

改革を実現していくためには、安定的な財源の確保・継続的な資金投入が必要だが、同  

時に医療制度・介護制度内部での財源配分のあり方についての見直しも必要。診療報酬・  

介護報酬体系そのもの、基本骨格のあり方にさかのぽった検討が必要である。  

⑤医療・介護に関する将来試算の実施   

あるべきサービスの姿はどのようなものなのか、そのことを明らかにしつつ、それを実  

現し、維持していくためにはどれだけの費用（フロー・ストック）が必要なのかを推計する試  

算を早急に実施。費用推計試算を踏まえ、財源の確保方策について検討を行う。  

（5）少子化・次世代育成支援対策  

（D未来への投資としての少子化対策  

少子化は日本が直面する最大の課題。基本は、就労と結婚・出産・子育ての「二者択一   

構造」の解決を通じた「希望と現実の帝離」の解消。「仕事と生活の調和の実現」と「子育て   

支援の社会的基盤の拡充」を車の両輪として取り組むことが重要である。   

②仕事と生活の調和の推進   

「仕事と生活の調和（り一クうイフリベランス）憲章」、「仕事と生活の調和推進のための   

行動指針」に基づき、全ての働く者について社会全体で働き方の見直しに取り組んでいくこ   

とが必要である。   

③子育て支援サービスの充実   

1歳の壁、4歳の壁、小1の壁、小4の壁の解消など利用者視点に立ったきめ細かな運   

用面での改善が必要。また、施策の担い手となっている市町村レベルでの取組の充実、省   

庁間の連携の強化を図るべきである。   

④地域における子育て環境の整備  

地域の多様な主体が担い手となり、子ども自身の視点に立つとともに、親を一方的なサ   

ービスの受け手とせずその主体性とニーズを尊重し、子育てが孤立化しないように、子ど   

も自身と親の成長に寄り添う形で支援することが重要である。   

⑤少子化対策に対する思い切った財源投入と新たな制度体系の構築  

大胆かつ効果的な財政投入を行ってサービスの質・量の抜本的拡充を図るべき。同時   

に、現在様々な制度に分かれている子育て支援関係サービスを再構成し、一元的に提供   

することのできる新たな制度体系の構築が不可欠である。  

（6）セイフティネット機能の強化   

社会保障制度が持つリスクヘッジ機能の弓封ヒ、適時適切なサービス提供の実現という観  
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点から、①高額療養責制度の改善（現物給付化など）、②低所得者対策の見直し（制度横断  

的な改革）を行うべき。ITの活用や社会保障番号制の導入検討を積極的に推進すべきであ  

る。  

（7）制度に対する信頼の回復・国民目線に立った改革の実施  

（D公的年金制度への信頼回復  

現行制度に対する不信は、制度それ自体の問題というよりは制度運営に関わる国に対   

する信頬の低下に起因する面が大きい。公的年金制度の信植を回復させ、本来の機能を   

十全に発揮させるためにも、国は、制度への信頼の回復のために総力をあげて努力すべ   

きである。  

（∋運用面での改善  

社会保障制度に関しては、大きな制度改革も重要だが、地方分権の視点に立ち、現行制   

度の運用を改善することで解決できる課題も多い。運用改善で対応できる事項については、   

本中間報告での指摘を踏まえて、政府において早急に対応すべきである（この点は「3．中   

間報告後の議論」から生まれた提言についても同様である。）。  

3 中間報告後の議論   

中間報告においては、セイフティネット機能の弓針ヒの一環としての低所得者対策、現役世代  

の活力の維持・強化のための能力開発政策、医療・介護のあるべき姿を実現していく観点から  

の医療・介護受用のシミュレーションの実施、新しい次世代育成支援システムのあり方といっ  

た論点が、なお引き続き議論を詰めていくべき論点として残された。   

中間報告以降、これらの論点について各分科会において議論が行われ、現行制度の問題  

点と改善のための具体策について、次のとおり意見をまとめた。  

（1）低所得者対策   

低所得者への就労支援を行う上で、日本経済の成長、特に中小企業での就労機会の拡   

大が重要。また、地域ごとに雇用事情が異なることに応じたきめ細かな就労支援施策の実   

施が必要である。   

施策実施に際しては、過去への反省も十分に踏まえ、施策効果を客観的に把握し施策の   

改善に不断に反映させる恒久的な仕組を制度に組み込むべきである。   

若年層など現役世代が生活保護を受けざるを得ないときに、そこから抜け出す力をつけ   

るための「ぱね板」のような政策が必要。自立支援に向けたハローワーク、自治体の取組強  
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化などに加え、就労インセンティブに配慮した運営や、能力開発が不十分で自立が困難な  

若者について、基礎的なレベルの訓練や、ジョブ・カード制度の活用等による実践的な訓練  

の機会の提供等が必要である。   

さらに、改正最低賃金法の趣旨に従って最低賃金を引き上げ、労働者の生活を下支えし  

ていくことも重要である。   

低所得者対策として各社会保障制度ごとにきめ細かく負担軽減策が講じられているが、  

制度ごとの体系がバラバラであり、複雑である。国民の視点からみて、分かりやすく利用し  

やすいものとするよう制度を見直し、各制度の担当者が相互理解に努めるとともに、制度横  

断的視点に立って、ワンストップサービスなど手続きの簡素化や負担の軽減、必要な事務  

の効率化のための基盤整備（社会保障番号・カードの検討等）を進めるべきである。  

（2）能力開発政策   

①工程表と不断の施策改善の仕組  

中間とりまとめに記された施策の具体的な推進体制を整備し、エ程表を作成して、早急   

に実施すべきである。  

施策実施に際しては、過去への反省も十分に踏まえ、施策効果を客観的に把握し施策   

の改善に不断に反映させる恒久的な仕組を制度に組み込むべきである。   

②能力開発施策体制の弓封ヒ  

職業能力訓練校等のコース■カリキュラムを介護などの今後一層成長が見込まれる分   

野のウェイトを高めるよう見直すとともに、その内容も就労時に実際に求められる能力の   

開発につながるものとするなど、就労ニーズに即した能力開発の実現に向け、至急かつ   

継続的に取り組むべきである。  

職業能力開発施策は、教育、雇用保険を活用した職業訓練はもとより、生活保護との連   

携をさらに強化する必要が大きい。また、地域毎に異なる産業・雇用の実態に即し、さら   

に施策対象を明確化してきめ細かに対応する必要もある。したがって、国が全国的な視   

点から引き続き責任を果たすことはもとより、地方への十分な財源の確保や、権限移譲も   

含め、．地方がより主体性を持ち、国・自治体・教育界・産業界が一体となって各分野の施   

策を総合的・有機的に連動させかつきめ細かに実施運用できる体制を確立すべきであ  

る。   

③職業生涯長期化に対応した能力開発  

高齢化が一層進展する我が国において、長期化する一人一人の職業生涯を持続可能   

で充実したものとしていくための職業能力開発への支援を強力に進めるべきである。   

④若年時能力開発対策による社会保障の基盤強化  

若年時の能力開発の充実は、生涯にわたる安定した雇用の大前提となるものであり、  
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低所得に陥らないようにするためにも重要である。そして、このことは雇用保険制度の支  

え手の確保・充実にもつながる。若年能力開発対策によって、雇用保険制度の安定的な  

運営を確保するとともに、社会保障制度ひいては我が国経済社会全体の基盤の強化を図  

るべきである。  

（3）医療・介護費用のシミュレーション   

今回の医療・介護章用のシミュレーションは、現状の医療・介護サービス提供体制の問題   

点に関する中間報告での指摘を踏まえ、医療・介護サービスのあるべき姿を実現するとい   

う観点から、サービス提供体制について一定の改革を行うことを前提に推計（シミュレーショ   

ン）を行ったものであり、「医療・介護サービスのあるべき姿」を具体的に示して行った推計と   

いう意味で、これまでになかった推計と言える。   

シbレーションを実施するに当たってのポイントは、以下のとおりである。  

一 必要な医療・介護サービスを確保する観点から、大胆な改革を行うことを前提とした。   

・改革シナリオにおいては、サービスの充実強化と効率化を同時に実施することとし、  

改革の程度に応じた複数のシナリオを実施した。   

・経済成長、科学技術進歩、効率化要素等、医療費の伸びに影響を与える要因を適正に  

織り込んだ。   

・2025年での改革シナリオ達成を前提に、2025年時点での推計結果を示し、併せて、  

現在の財源構成を前提に、2025年における必要財源の規模も試算した。  

シミュレーションの結果については、以下のとおりである（数値は経済前提Ⅱ－1、B2シ   

ナリオに基づく改革を行った場合のもの）。   

・医療・介護提供体制について、  

：急性期医療の充実強化・効率化（急性期医療の職員数充実（現在の一般病床全体  

の平均に比べ倍増の水準に引き上げ）、平均在院日数の短縮（現在の一般病床全体  

の平均に比べ半減（現状20．3日から10日へ）））  

：病院病床の機能分化（現状投影シナリオで一般病床133万床となるところ、急性期・  

亜急性期・回復期リハビリ病床等に機能分化し、急性期67万床、亜急性期等44万床、  

合わせて全体として現状程度の病床（約110万射で高齢化需要増に対応）  

：在宅医療・在宅介護の充実（訪問診療の充実、居住系サービスの充実等による居  

住系■在宅介護利用者の増（現状から約43万人／日の増）等）  

：マンパワーの充実確保（全体で現状の1．7～1．8倍に増加）  

を前提とするほか、   

・医療費全体について  

：経済成長や技術進歩に応じた伸びとともに、  
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：予防の弓封ヒによる患者数減（外来患者約32万人／日減）   

：医薬品・医療機器の効率化等の効率化（伸び率ケース①の場合）  

を見込んだ。  

・2025年に、医療・介護費用は現状の41兆円（対GDP比7．9％）が、現状投影シナリ  

オで85兆円程度（10．8～10．9％程度）、改革シナリオ（Bl～B3）で9ト94兆円程度  

（11．6－12．0％程度）。  

・追加的に必要となる公費財源については、現状投影シナリオで対GDP比＋1．4％程度、  

改革シナリオ（Bl～B3）で＋1．8～2．0％程度。これを消費税率換算で見ると、現状投影シ  

ナリオで3％程度、改革シナリオ（Bl～B3）で4％程度。  

・なお、途中年次（2015年）時点で見れば、追加的に必要となる公責財源は、改革シナ  

リオ（Bl～B3）で対GDP比＋0．6～0．7％程度、消費税率換算では1％程度。  

（4）少子化対策の意義と課題   

少子化問題は、将来の我が国の経済成長や、年金をはじめとする社会保障全体の持続   

可能性の根幹にかかわるという点で、最優先で取り組むべき「待ったなし」の課題である。   

本年6月の中間とりまとめでは、少子化対策は、将来の担い手を育成する「未来への投   

資」として位置付け、就労と結婚・出産・育児の「二者択一構造」の解決を通じた「肴望と現実   

の帝離」の解消を目指し、①仕事と生活の調和、②子育て支援の社会的基盤の拡充を「車   

の両輪」として取り組むことが重要としている。   

あわせて、我が国の家族政策関係支出が諸外国に比べて非常に小さいことから、「国が   

責任をもって国■地方を通じた財源の確保を図った上で、大胆かつ効率的な財政投入を行い、   

サービスの質】量の抜本的な拡充を図るための新たな制度体系を構築することが必要不可   

欠」とされている。  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点   

中間とりまとめで指摘した「新たな制度体系の構築」に関して、保育サービスのあり方や   

育児休業制度の見直しについては、すでに専門の審議会において、年末に向けて議論が   

始まっているところであるが、今後の議論に反映させていくため、以下のように課題を整理   

した。   

①仕事と子育ての両立を支えるサービスの質と量の確保等  

新たな制度体系構築に際しては、潜在的な保育サービス等の需要に対し、速やかにサ   

ービス提供されるシステムとすることが必要。  

働き方の多様化、子育て支援ニーズの深化■多様化を踏まえ、提供者視点ではなく、子   

どもや親の視点に立った仕組とすることが重要であり、良質なサービスをきちんと選べる  
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仕組とする必要がある。また、病児保育などの多様なニーズヘの対応も課題。   

サービス量の抜本的拡充のためにも、   

ニーズの多様化に対応した保育の必要性の判断の仕組（「保育に欠ける」という要件  

の見直し）  

・サービスが必要な人が安心して利用できるような保障の強化（権利性の明確化）を図り、  

保育所と利用者が向き合いながら、良質で柔軟なサービス提供を行う仕組  

・民間活力を活用する観点からの多様な提供主体の参入  

・一定の質が保たれるための公的責任のあり方  

といった見直しの視点を踏まえつつ、専門の審議会において議論を深めていく必要があ  

る。   

放課後児童対策について、制度面・予算面とも拡充する必要。   

身近な地域における社会的な子育て支援機能の強化が必要。   

育児休業制度については、短時間勤務制度など柔軟な働き方を支援することが重要。  

あわせて、男性（父親）の長時間労働の是正や育児休業の取得促進などの働き方の見直  

しが必要。その際、企業経営者の意識改革とともに、企業内保育施設設置に対する支援も  

含め、企業にインセンティブを与えるような仕組も重要。   

縦割り行政を廃し、サービスを実施する市町村における柔軟な取組を可能とすることが  

必要。  

②すべての家庭の子育て支援のあり方   

新たな制度体系の構築に当たっては、育児不安を抱える者への対応など、すべての子  

育て家庭に対する支援をより拡充することが必要。   

安心して子どもを産むことができるための妊娠・出産期の支援の拡充が必要。   

母子家庭への支援、社会的養護を必要とする子どもや障害児など特別な支援を必要と  

する子どもに対する配慮が必要。   

地域住民、NPO、企業など、多様な主体の参酔協働により、地域の力を引き出すこと  

が必要。  

③国民負担についての合意形成   

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位  

置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を行うことが必要。   

国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨  

年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議報告において、1．5兆円～2．4兆円と  

推計されているところ。   

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のための  

コスト、社会的養護など特別な支援を必要とする子ども達に対するサービスの充実に要す  
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るコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性  

の高い保育をはじめとするサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討す  

べき。   

少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの  

役割に応じ、責用を負担していくよう、合意形成が必要。  

4社会保障の機能弓封ヒに向けて   

今般、医療・介護費用に関する試算（シミュレーション）を行ったことで、中間報告において示  

した基礎年金に関するシミュレーション、平成19年12月に政府においてとりまとめた「子ども  

と家族を応援する日本」重点戦略会議報告とあわせて、社会保障の大宗を占める年金、医療・  

介護、少子化対策に関して、それぞれの課題や改革の方向性、将来必要とされる財源の規模  

について、具体的な姿が明らかになった。   

基礎年金制度については、財政方式を巡る議論があることから、国民会議では、現行社会  

保険方式による場合と税方式による場合のそれぞれについて定量的シミュレーションを行っ  

た。中間報告でも述べたが、建設的な制度改革論議を行うためには共通の土台となる客観  

的・実証的データに基づく議論が不可欠であり、このシミュレーション結果がそのような「共通  

の土台となる基礎資料」として活用され、基礎年金の財政方式に関する議論がさらに深まるこ  

とを期待するものである。   

平成16年の制度改革の効果により現行基礎年金制度の財政は安定しており、シミュレーシ  

ョン結果からは、免除者の増大や納付率低下がマクロの年金財政に与える影響は限定的であ  

ることが示された。いわゆる未納問題は現行制度最大の問題であるが、それはマクロの年金  

財政の問題というよりは、未納の増加（とそれによる無年金者・低年金者の発生）が皆年金制  

度の理念を脅かし、将来の低年金者・無年金者の増大によって国民皆年金制度の本来機能で  

ある「全ての国民の老後の所得保障」が十全に機能しなくなることがより大きな問題であり、そ  

の観点から、非正規労働者への厚生年金適用拡大や免除制度の積極的活用などの未納対策  

の強化、基礎年金の最低保障機能の弓封ヒ等が大きな課題となる。   

医療・介護サービスについては、社会の高齢化に伴い医療・介護サービスを必要とする人  

が大きく増大していくことから、費用が今後急速に増えていくことは避けられない。他方で現在  

の医療・介護サービスは様々な構造的問題を抱えていることが指摘されている。この点につ  
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いて中間報告では、救急医療の問題、地域医療の困窮、産科小児科医の不足などの「当面の  

緊急課題」について現段階で出来るだけの対策を講じていく必要性を指摘しつつ、同時に、こ  

れらの問題の背景にある「構造問題の解決への取組」が不可欠である旨指摘した。   

今回の医療・介護費用に関するシミュレーションでは、中間報告で指摘されている現行制度  

の様々な構造問題（サービスの不足・非効率な提供システムなど）について、サービスの充実  

と効率化を同時に実施する改革を行い、「医療・介護サービスのあるべき姿」を実現した場合  

の医療・介護費用について、大胆な仮定をおいて試算を行った。   

今回のシミュレーションの背景にある哲学は、医療の機能分イヒを進めるとともに急性期医療  

を中心に人的■物的資源を集中投入し、できるだけ入院期間を減らして早期の家庭復帰・社会  

復帰を実現し、同時に在宅医療・在宅介護を大幅に充実させ、地域での包括的なケアシステム  

を構築することにより利用者・患者のQOL（生活の質）の向上を目指す、というものである。   

今回示されている医療・介護の将来費用推計は、そのような前提に立ち、一つ一つのサー  

ビスの改革を積み上げて算定しているものであり、この哲学に基づいたサービス提供休制の  

姿が実現されれば、現在の医療・介護とは格段に異なる質の高いサービスが効率的に提供で  

きることになる。この点は、今回のシミュレーションを理解する上で非常に重要な点であり、で  

きるだけ分かりやすく国民に示していく努力が求められる。   

また、もとより、このようなサービスの姿が実現されるためには、安定的な財源の確保のみ  

ならず、サービス供給体制の計画的整備や専門職種間の役割分担に関する制度の見直し、  

診療報酬・介護報酬体系の見直し、マンパワーの計画的養成・確保、サービス提供者間・多職  

種間の連携・ネットワークの仕組の構築、サービスの質の評価など、制度面を含めたサービス  

提供体制改革のための相当大胆な改革が実行されなければならない。   

その意味で、このような改革を実際に行っていくに際しては、実現されるサービスの姿を分  

かりやすく国民に示し、国民的合意を得ながら具休的な改革の道筋（工程表）を明らかにし、一  

つ一つ確実に改革を実現していくことが必要であることは言うまでもない。   

さらに、これらに「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示された、少子化対策の  

充実を図った場合の責用試算を合わせれば、社会保障制度の大宗を占める年金、医療・介護、  

少子化対策について、その機能を充実強化していく「実現すべき■目指すべきサービスの姿」  

としてどのようなものがあり、それを実現していくために必要な将来の章用がどの程度のもの  

であるのか、概ね明らかになる。   

これに、基礎年金国庫負担を〟3からV2に引き上げるために必要な費用を加えれば、社会  

保障の機能強化のために追加的に必要な国・地方を通じた公章負担は、その時点での経済規  
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模に基づく消費税率に換算して、基礎年金について現行社会保険方式を前提とした場合には  

2015年に3．3～3．5％程度、2025年に6％程度、税方式を前提とした場合には2015年に6～  

11％程度、2025年で9～13％程度の新たな財源を必要とする計算になる（経済前提Ⅱ－1  

（医療の伸び率ケース（D）、医療・介護B2シナリオの場合）。   

社会保障を支える財源には、公費負担以外に保険料負担がある。年金保険料については、  

平成16年改正により将来の保険料には上限が設定され、2017年度以降、厚生年金では18．  

3％（労使折半）、国民年金では16900円（平成16年度価格）に固定される（なお、基礎  
年金について税方式を前提とした場合には、企業や個人が負担している基礎年金相当分の  

保険料負担はなくなることになる。）。   

医療・介護にかかる保険料負担については、今回のシミュレーションによるサービスの充実  

と効率化を同時に実現することを前提とすれば、2025年段階で、現行と比較して対GDP比で  

＋1．5～1，7％程度となる。   

また、制度に基づく給付・サービス以外に、国のみならず、地方自治体が様々な形で提供す  

る社会保障に関わる給付・サービスがある。地方分権、地域住民のニーズを踏まえた地域の  

実態に即したサービスの実施という観点からは、このような施策にかかる財源の確保をどの  

ように考えていくかも大きな課題となる。   

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼で  

きる制度として次の世代に引き継いでいくためには、現在の社会に生きている我々国民がみ  

な、年齢にかかわらず能力に応じた応分の負担に応じなければならない。   

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必要な機能の強化を実現して  

いくために、今回のシミュレーションの対象でない障害者福祉等を含め、あるべき給付・サー  

ビスの姿を示し、それを実現していくための改革の全体像を明らかにしながら、必要な財源を  

安定的に確保していくための改革に真剣に取り組むべき時期が到来している。   

速やかに社会保障に対する国・地方を通じた安定的財源確保のための改革の道筋を示し、  

国民の理解を得ながら具体的な取組に着手すべきである。  

5 おわりに～国民会議からのメッセージ～  

いままで、社会保障に閲し、国民が制度の哲学や理念、具体的運用などについてトータル  
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に議論する場面は、残念ながらほとんどなかったと言えるであろう。   

社会保障制度は非常に国民に身近なものであり、国民は日常生活の様々な場面で社会保  

障の給付を受け、サービスを利用しているにもかかわらず、また、少なからぬ負担を税や保  

険料の形で負担しているにもかかわらず、その全体像がどうなっていて、制度の改革が個々  

人の生活にどのように影響するのか、給付・負担両面での当事者としてきちんと関心を持って  

議論に参加する場面は、なかなかなかったのではないだろうか。   

今般の社会保険庁の不祥事や長寿医療制度を巡る混乱は、極めて遺憾なことであり、国  

（厚生労働省）は自らへの国民の信頼回復のために総力をあげて努力すべきであることは  

言を侯たないが、他方で、今回のことは、社会保障がいかに国民の日常生活に直接大きな影  

響を持つ重要な制度であるかを、政治や行政当局、そして国民自身にも、改めて実感させるも  

のであったということも言えるであろう。   

今後、社会の高齢化が進み、負担の増加が避けられない中で、社会保障の機能を強化し、  

同時に安定的な持続できる制度にしていくためには、大胆な制度改革が不可避であり、その  

ような改革を実現していくためには、サービスの利用者＝受益者であり、同時に負担者でもあ  

る国民が、文字どおり当事者として議論に積極的に参加し、国民の目線で議論を進めていくこ  

とが必須である。   

そのためにも、社会保障制度を、より分かりやすく、利用しやすいものにしていくとともに、  

社会保障に関する情報－データの開示、国民一人一人のレベルで社会保障の給付と負担を分  

かりやすく示すための社会保障番号制の導入検討を、国民の合意を得ながら積極的に進めて  

いくことが必要である。   

社会保障国民会議は、10ケ月にわたり、現場の声、地域の声をできるだけ取り入れて議論  

してきた。現行の社会保障が抱える問題点を指摘しつつ、社会保障の機能強化のための今後  

の制度改正に向けた議論の土台を示し、社会保障国民会議は、この最終報告をもってその役  

割を終えることになる。   

しかし、社会保障と国民のかかわりに終わりはない。当事者である国民の声が広く取り入れ  

られるかたちで、この社会保障国民会議報告に盛り込まれた提案について、具体的な制度改  

革の道筋を明らかにし、当事者である国民が運用面での改善が行われているか、制度改正  

への取組が進んでいるか、引き続き監視し、意見を述べていくことは、この国の社会保障を守  

り、立て直していくために欠かせない。  

社会保障は国民自身のものである。国民各位に、自身の社会保障を守るため、機会をとら  
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えて議論に参加していくことを願い、他方、行政には、国・地方を問わず、社会保障に関し国民  

の参加を可能とする場を設けていくことを提案し、報告の結びとしたい。  
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社会保障国民会議 最終報告  

参考資料（抜粋）   



保育等の子育て支援サービスに関する課題・背景と解決の方向性  

（注）青・・予算に関連 緑＝制度改正 赤・・通達等で対応  

取り組み方針・状況  解決の方向性  

－ビス  
0市町抑こおける好■例（※）を収集・整理し、各自治   

体に周知することにより運用の改書を促すことを検肘。   
菜暮ヰの榊  
・きょうだいの取■い・入断決走手■（予約■書）  
・行事の■t・攣枕や最■書見暮クラブとの■優に配■した立場  

O F・地方を通じた必要な財需を檀侵し、サービスの   
井－tの抜本的拡充を回る。  

○ 書児休業と保書の切れ目ない支緩を行うため、家庭   
的保育など保育サービスの提供方法の多掛ヒを図る。  

○ 新たな次世代書成支援の嘲度体系の構築の検討の   
なかで、サービス提供の仕組みについて検肘。  

○ 予約制の導入や兄弟姉妹の同じ保育所へ  
の優先入所を推進するため、20年庭中のでき  
るだけ早期に、先進的な取細事例集を作成し、  
自治体への周知を実施する予定。   

0 21年度概算要求において、待機児童が多  
い地域を中心とした重点支援、病児・病後児保  
育の実施箇所敢増、ファミリー・サポートセン  
ター事業における病児・病後児の預かりへの対  
応等を推進。   

○ 家庭的保育の制度化等を内容とする児童福  
祉法等改正案を国会へ再提出予定。   

○ 子の看護休暇制度を子どもの人数に配慮し  
たものとする等の育児・介護休業法の見直しを  
検討。  

○ 保育サービスの王が不十分であるため、以   
下の問題が起こっている。  

・認可保育所を利用できない、また、希望し   
た保育所に入所できない  

・年度当初に定員が埋まってしまう  
・利用者の公平性を重視すると入所の可否   

決定が遅くなる  
○ 働き方が多様化している中で、保育所の入   

所要件や開所時間が実態に合っていない  
面がある。  

○ 希望しても認可保育所に入れない  
0 きょうだいが別々の保育所になったり、   

延長保育がどちらかにしか認められ   
ない場合がある。  

○ 年度途中の入所が難しく、育児休業   
を切り上げざるをえない。  

○ 保育所の入所の可否が分かる時期が  
遅い。  

○ サービス内容が、働く親のニーズに  
合っていない。  

○ 子どもが病気になっているときに預け  
るところがない。  

○ 子どもが病気のときに、休みを取りにく  
い。  

○ 保育所で子どもが病気になっても、  
すぐに迎えに行けない  

○ 病児・病後児保育サービスが不足している。  
○ 看護休暇を取ることが難しい。  

○四・地方を通じた必要な財源を確優し、サービスの   
X・1の抜本的拡充を回る。  

0体臍不良児への対応疇の充真を回るため、■腰拝   
専の専門的■膚の確層、実■も■優した補助に育め   
る。  

0ファミリーサポートセンターと緊急サポートネットワー  
ク事業のt能を鼻暮し緊急サポート■能を拡充。  

○使いやすい書離休暇胡座の検肘。  

0 21年度概算要求において、「こども交付金」を  
創設し、国・地方による幼稚園・保育所の枠組み  
を超えた総合的な財政支援、交付金の申請・執  
行の一本化等を推進。   

O「認定こども園制度の在り方に関する検討会」  
を10月に開催。  

○ 認定こども園について、認定等に係る事務   
処理や会計処理が複雑であるとの指摘が  
ある。  

○ 補助金申請等の一本化や、既存の財政支   
援のあり方についての指摘。  

○ 認定こども園制度が普及していない。  

0現在実施している実せ■査（6月とり手とめ）を踏手え   

た改書方策を工場を目途にとりまとめる。  
0 局井クラスの検肘会■を弗足済み。  （放課後児童クラブ・放課後こども教室）  

馳走こども且銅よのあり方について、総合的な検肘  
○ 放課後児童クラブが利用者の視点に立った多  
様なニーズに対応できるよう、20年度中のできる  
だけ早期に、先進的な取組事例集を作成し、自  
治体への周知を実施する予定。   

0 21年度概算要求において、放課後児童クラ  
ブ・放課後こども教皇の設置促進、大規模クラブ  
の解消、開所時間の延長等のための支援等を推  

○ サービスの王が不十分であるため、  
・希望しても利用できない場合がある  
・多様なニーズに対応したサービス提供が難  

しい  
1クラブにおいては支援の必要性の高い小   

学校低学年の児童を優先せざるを得ない  
一 多くの児童を利用させるため、クラブが大規   

模化する   
といった問題が起こっている。  

○ また、学校の余裕教室等の利用について、   
学校側の理解が得にくい場合があることな   
どから、両事業の連携が進んでいない。  

○ 利用を希望しても利用できない場合が  
ある。  

○ 保護者の就労をカバーできるだけの開   
所時間の確保など、多様なニーズに   
対応できるサービスの提供ができてい  
ない。  

01クラブ当たりの利用児童数が増加す   
ることにより、特に大規模クラブにおい   
て一人一人の子どもに目が行き届か   
ない場合もある。  

○ 両事業の連携が不十分  

○ 多様なニーズに対応できるよう、各市町村における好  
事例（※）を把握し、各自治体に周知することにより、運  

用の改善を促すことを検肘。  
耕1用膵欄欄  
・事扶の余榔▲の活用・開綿Mのt轟  
・小軸4年生以■の貴人・t■休■の対応  
・鰍轟書見暮クラブと敵■■こども徽土との■れ  

O F・地方を通じた必要な財∬を確保しサービスのf・  
1の抜本的拡充を耳る  

0大擁韓クラブの規模のi正化を回る。  ○ 地域子育て支援拠点事業の好事例等のパン  
フレットを、本年秋に作成・配布予定。   

○ 国会へ再提出予定である次世代法等改正案  
の審議状況も踏まえ、多様な主体の参画・協働  
等を盛り込んだ策定指針を公布予定。   

0 21年度概算要求において、地域密着型の一  
時預かり事業、地域子育て支援事業の拡充等  
を推進。   

0地＃手書て支援拠点事井に胃して、担い手を■やす   
上で主事となる好事例の紹介や事暮実施に向けた解脱   
を内容とする啓発用′くンフレツトを作成予定。  

○ 次世代育成支雄のための市町村及び♯通庸■後期行   
動断層（平成22年廣一5年間）の策定にあたり、多様な主  
体の参画・協■による桝の子育て支捜の推進につい   
て、策定指針（本年王目途に策定予定）に盛り込む方向   
で検肘中。  

0司・地方をiじた必要な財耳を確焦しサービスの書・t  

○ 子育て中の親が気軽に相談等をできる   
サービスの拠点が地域に不足している。  

○ 子育て支援サービスの情報提供が不十分  
O NPO等と行政の意識の差、人材育成や財   

源確保等に課題があり、両者の協働が進  
んでいない。  

○ 子育て世帯が地域から孤立化しているく  
○ 各種子育て支援サービスが住民に周知  

されていない。  
○ サービスの担い手としてのNPOの育成  

が進んでいない。  



社会保障制度に関する  

査報告書  ・国民  

平成20年11月4日   
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3－3．公的年金・雇用支援策に関する問題点・改善点   

4－1．医療制度について  

4－2．医療制度に関する優先課題 性別／年代別  

4－3．医療制度に関する問題点・改善点   

5－1．介護制度について  

5－2．介護保険制度に関する優先課題 性別／年代別  

5－3．介護保険制度に関する問題点・改善点   

6－ト少子化対策について  

6－2．少子化対策への関心度 性別／年代別  

6－3．少子化対策の負担のあり方 性別／年代別  

6－4少子化対策に関する優先課題 性別／年代別  

6－5．少子化対策に関する問題点・改善点  

参考：Web一対比較評価法について  
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■SA■  単一回答   

■MA■  複数回答   

■m■  自由記述回答  

分析軸のn数（回答者数）が、分析に耐え得る数を   

満たしていない場合（本調査ではn＝50未満とします）、  
を表示しております。   

この箇所については、あくまでも参考値としてご覧ください。  



1－1．調査概雇  

社会保障制度の辞題、今後のあり方について国民の意繊を詳細に分析する  ◆調査目的：   

◆調査方法：   

◆調査対象：   

◆エリア   

◆回答者数：   

◆調査項目：  

インターネットWeb定1綱査   

20歳以上 男女   

全国   

2，000人 く内訳は人口動態構成比に極力近似）   

・社会保障制度に対する関心度／満足度  

・満足している／緊急に取り組むぺき分野  

・社会保障制度の問題点  

・各制度の給付と負担のバランスについて  

・各制度の高齢者と現役世代の負担のあり方  

・各制度におけるせ先課題  

・各制度の問題点／改善点   

2008年8月29日（金）～2008年9月1日（月）   

ヤフーバリューインサイト株式会社  

※平成柑年10月1日現在 総務省 統計発表資料より性別、年代別の構成比に準じて割付   

◆実査時期：   

◆爛重機朋：  

」  



社会保障制度総論  

2－1．社会保障制度総論について  
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■関心がある 閤まあ関心がある あまり関心がない 一関心が 
也辿  

＞現在の社会保障制度に「関心がある」人は約半数の49％。  

「まあ関心がある」を含めると、全体の89？bの人が関心をもっている。  

＞性別では、「関心がある」人は女性よりも男性の方が4ポイントほど高く   
なっMが、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計では、男性87％、   

女性91％と女性の方が高くなっている。  

＞年代別では、年代が高くなるほど関心も高くなる傾向。  

「関心がある」・「まあ関心がある」の合計でみると、20代が7鍋に対して、   

70代は97％と20ポイント近くの開きがみられ、世代間での関心度の差   
が顕著。  

28．9  

＝どちらともいえない  

i二jわからない   全体（∩＝2∬川）   

■満足している  澄まあ満足している  
やや不満だ  ■不満だ  

＞現在の社会保障制度に対して「満足」イまあ満足」と答えた人は8％に   

とどまる。  
ン「不満だ」と回答した人は35％で「やや不満だ」を含めると   

全体の63％の人が不満を抱いている。  

＞性別では、大きな差異はみられない。  
＞60代以上で「満足」－「まあ満足」と答えた人は10％～20％と他世代より   

もj童逝。   

一方、30代～50代は7割近くの人が不満を抱いているという結果。   

3   



社会保障制度総論   

2－1．社会保障制度総論について  



社会保障制度総論  
2－2．各制度間の満足度比較 年代別   

I 年代別では、50代以下と60代以上で傾向が異なる。  

■ 50代以下では、「年金制度」の満足度が最も低く、年代が下がるにつれ相対的な満足度が下がるのに対し、60代以上では「年金制度」の満足   
度が他分野に比べて高いことが特徴的。  

■満足している分粗全体（『2．000）  く※ここでの分析手法（Web一対比較評価法）については、P22～を参照。＞・  

年金制度   介護制度少子化対策 雇用支援策  医療制度  

■70代（n＝200）  ■30代（昨那1）  

■80代以上（n＝29）  ■40代（作尋08）  

0．0  

■胱n司55‥ 
少子化対策（0．06）  雇用支援策（0．06）  

0．0  5   



社会保障制度総論  
2－3．各制度間の対策緊急度比較 年代別   

l。50代以下では、「年金制度」が緊急に取り組むべきものとして一番に挙げられている。  

■ 20代、30代の若年層では、「少子化対策」が「年金制度」に次いで対策が緊急に必要な分野と考えている。  

■「介護制度」「医療制度」については、年代が高くなるほど緊急に取り組むべきと考える人が多くなる。  

■緊急に取り組むべき分野＿全体（『2．∝旧）  ＜※ここでの分析手法（榊eb一対比較評価法）については、P22～を参照。＞  

■TO代（n＝200）  暮30代（伺61）  

■抑代以上（戚9）   ■40代（作尋08）  

▲50代（n＝355）  

二  ●】   



社会保障制度総論  
2－4．社会保障制度の問題点 年代別   

l どの年代においても「制度の内容に非効率やムタがある」と考える人が最も多く、全体と同様の順で項目が並んでいる。  

■「制度の内容に世代間の不公平がある」、「制度の内容に所得の高低による（世代内の）不公平がある」については、40代で最も深刻度が高い。  

世代間の 所得の高低による  
説明不足  不公平  不公平  非効率やムタ  

■80代（nコl引）  

■70代（∩＝200）  ■30代（伺61）  

■80代以上（n＝29）   ■咄代（棚）  

■50代（作855）  

7  



雇用・年金制度   

3－1．雇用・年金制度について  

問題点－▲改善点  

＞ 自由回答を大別すると「年金制度」「年金負担」「年金給付」  

「雇用支援策」に大きく分かれた。   

＞「年金制度」に関しては、“無駄遣いを減らすべぎ’“年金制度の   
抜本的な改革が不可欠”など年金制度自体の不信感からくる   

意見が目立つ。  
＞「雇用支援策」に関しては、まずは“雇用の拡大”“正規雇用の促進”   

を挙げる人が多い。その他、“定年の引き上げ’、“育児支援策の強   
化／女性の雇用支援”などが続く。  

＞“年金未払い問題の解決“を望む声も挙がっている。  

一武  



雇用・年金制度  

3－2．公的年金制度に対する意見 性別／年代別   

公的年金制度に対する意見を確認したところ、「世代間の不公平問題を一層是正すべき」（41％）、「所得の多い高齢者の負担を増やす」（41％）  
など負担披の是正に関する項目が上位に挙がっている。その他、「未納問題の解決を最優先すべき」（36％）、「将来の自分の年金が正しく  
支払われるのか不安」（34％）などが続く。  

性別でみると、女性は、「サラリーマン家庭の専業主婦の保険料負担の是正」を挙げる人が、男性よりも多く24％となっている。  

若い世代ほど、「世代間の不公平問題を一層是正すべき」と考える人が多く、20代では、57％にのぽっており、70代と比べると30ポイント近く高い。  

公的年金七度に対する薫鼻（3つまで回答可）く性別／年代別＞  

60％  

一全休 －●－一男性 一〇一女性  

る、金  安行   か  
是 ゝて世     回、の     き未年     払将料     き老の  絵基  ・の   ら  
正世年代     つ公多     で納金     わ来支     る後給  付金  不年   な  
す代金ほ     て的い     あ問の     れの払     のの付  先の  満金   しヽ  
ベ間のど  実費  は制  

の納  に産  な虎  
で不取つ  解が  活運  いに  

全体←5％以上  決深  用用  特  
全体一5％以下  を刺  すを  に  

問少険  最で  ベ改  
全体－10％以下  

大  
優あ  こる  き善  き  
先  るし十  とた  で  らさ険婦   な   

潜全体＋10％以上    n  2000   40－5  ヰ0，4  3¢．0  34．0  33．7  2  8．9   20ヱ   †6．8   3．8   0．1   5．8   

性  964   39，1  40．0  37．1  33．5  31．0  2  16．4   21．7   4．6   0．1   4．8  

別   1036   41．8  40．7  34．8  34．4  36．2  248 23．8   12．3   2．6   0．1   6．4   

341〉  28．1  382  30．2  198 16．7   11月   3－5   0．3   9．0  

30・－39歳   44．3  33．0  36．3  36．0  2  13．3   9．1   3．9  4．4  

48．1  39ヱ  32．0  41．8  38．6  g．3  †8．0   11β   3．6   0．0   72  

32．7  392  35．之  35ヱ  33．2  2  25．1   15．5   4．5   0．0   4．5  

80．8  43、0  40．8  28．9  34．7  3  23．9   223   3．5   0．0   4．8  

29．0  40．0  21．5  25．5  24．0  1，5   0．5   4．5  

年 代 別   17．2  44月  34．5  31．0  34．5  3  172   41．4   3．4   0．0   3．4   9   



雇用一年金制度  

3－3．公的年金・雇用支援策に関する問題点・改善点   

■ 公的年金制度・雇用支援策に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「雇用支援策」「年金制度」に関する記述がそ   
れぞれ35％、28％であった。  

■「雇用支援策」では、“正規雇用化の促準”を挙げる人が多く、その他“定年の引き上げ’や“育児支援策の強化／女性の雇用支援’’などの回答  
が多くみられる。  

■「年金制度」では、一‘無駄遣いや無駄な資産運用の改善”を挙げる人が最も多く、“年金制度自体への不信感”なども目立っている。  

公的年金・t用支援策に関する問題点・改善点＿（∩＝880）  

0％   

自由記述での回答   

結果を定量化  

年金・税金の無駄遣いを減らす／資産運用方法の改善   

（単に）制度の抜本的改革／制度がひどすぎる／不信感  
厚生年金適用の拡大／強制加入に  

年金の管理の徹底  
議員年金の廃止・見直し  

わかりやすい制度に／複雑すぎる／重要性の啓蒙  

民間年金制度／民間による運用  

共済年金の廃止・見直し  
年金制度その他  
未納問題の解決  

公平な負担  
税負担の拡充／社会保倹約はすべて租税化  

所得が多い高齢者の負担を増やす（支給額を減らす）   

所得相応負担／富裕層負担を増やす（支給額を減らす）  
自分の給付の分だけ負担する  

年金負担その他  
給付水準の引き上げが必要  

将来もらえるか不安  
生活保護者の不正受給・給付基準の厳格化  

年金給付その他  
正規雇用を増やすべき・雇用拡大  

定年の引き上げ  
育児支援策の強化／女性の雇用支援  

パート非正規労働者の待遇改善  
高齢者の雇用確保  

若年層の就業機会を増やす  
ニートフリーターの甘え  

給与水準・最低賃金の引き上げ  
派遣制度の見直し  

企業・雇用側の意織改革  
労働に対する意識改革／教育改革  

雇用その他  
社会保険庁・厚生労働省の組織改革・公務員の賞の向上  

（単に）政治が悪い  

説明不足・情報開示  
景気回復策を早急に打ち出し  

その他  

※r特になしJ「わからない」を  

除いて集計  

年金制度関連  
28．2％  

年金負担  
18．8l  

年金給付   
鋸川  

t用支援策関連  
35．1％  

モの他  
17．5％  

10  

．d   



4－1．医蕎制度について  

■関心がある  絹まあ関心がある   あまり関心がない  t関心がない  

全体（∩＝2β0の  

＞医療制度に「関心がある」人は5即0。  

「まあ関心がある」人を含めると全体の92サ0の人が関心をもっている。  

ン女性の方がやや関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計   

では、男性90％、女性94％と女性の方がやや高くなっている。  

＞年代別では、年代が高くなるほど関心も高くなる傾向。  

「関心がある」と回答した人は、20代が38％に対して、70代は82％と   

40ポイント以上の開きがみられ、世代間での医療制度への関心度の   

差が大きい。  

問題点・改善点   

＞ 自由回答を大別すると「医師・看護師関連」「医療サービス」  

「制度改革」に大きく分かれた。   

＞「医療サービス」に関しては、“無駄な医療”“真に必要な人が診療を   

受けにくい’’などの他、“医療費が高すぎる”“負担が大きい’’   

といった意見が多くみられる。  

＞「医師・看護師関連」に関しては、“医師・看護師不足’’を問題点   

として挙げる人が全体の中でも最も多く、気にしている様子。   
その他、“過重労働”や“待遇改善”など現場の労働環境の改善を   

求める声も多い。  

‥
 
■
、
 
 

：
－
－
－
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4－2．医凄制度に関する優先課題 性別／年代別  

■ 医療制度に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「救急医療の体制が不十分」（43％）、「特定診療科医が不足」（40％）など   
緊急を要する項目が上位に挙がっている。その他、「真に必要な人が診療を受けにくい」（35％）、「医師・看護師の過重労働などで医療事故が  
頻繁に発生」（30％）などが続く。  

■ 性別でみると、女性は、緊急を要する上位2項目について高めとなっている。  

■ 20代、30代で「特定診療科医が不足」を挙げる人が多い。また年代が嵩くなるほど、「医療保険料や自己負担が高すぎる」との回答が  
多〈なる傾向がみられる。  

医療■度について（3つまで回書可）＜性篇／年代割＞  
¢OI  

l■全体・－■一男性－くト一女性  

急急  か  
医息  保  なのばと  選て、  提得療  す、  いる症  硬化  いのい  他   ら  
癒着  な  
のの  い   
体た  

がい  
全体＋51以上  不回  

全体－5ち以下  十し  
分な  
でど  

溺窄全体＋－Ol以上  

全体∴  2000  42．8   40．1  34．5   30．3   22．5  1丁．2  15．8  14，5  14，4  13．5  10．0   8．1   2．3   4．4   

鱒  964  40，4   37．3   35．2   29．7   21．5  17．6  18．8  13．8  15．2  10．8  †0．8   9．2   3ヱ   4．8  

別   1038  44．7   42．7   3a．9   30月   23．4  1㊦．7  145  15．2  13．0  18，1   95   70   1，4   4ヱ   

20－29歳  288  47．ち   4¢，○   35，8   32．¢   17．4  11．5  13ヱ  13．5  12．2   9．7   4．9   5．8   3．1   7．¢  

30～39歳  361   41．3  33，0   27．7   21．1   14，4  14．7  13．3  1¢，8   8．9   9．1   10ヱ   22   33  

年  8．5   8．5   2．3   5．6  

代  33．0   33．5   22．8  16．9  14．ヰ  18．9  14．1   †5ヱ   9．3   丁．9   2．8   3．7  

別  40月   33，8   38．7   29，3   25．8  21．5  15，2  12．1   14．8  17，1   14．1   8．9   1．5   3．5  

70～79歳  200  42．0   3丁．0   33．5   2t；．5   24．5  22．0  20．5  18，0  19．0  15．0  12．0   丁5   2，0   3．5  

80歳以上   29  44．8   31．0   17．2   20．7   31．0  31β  34．5  17ヱ  13．8   8．9  17ヱ  13月   3．ヰ   08   SB  12   

慮J   



4－3．医療制度に関する問題点・改善点  

l 医療制度に関する問題点■改善点について自由記述で回答を求めたところ、「医療サービス」「医師・看護師関連」「制度改革」に大別された。  

t 「医師・看護師関連」では、“医師一看護師の不足”が最も多く、“過重労働の解消”や“待遇改善’’など医師の労働環境の改善を求める声も  

多くみられる。  

■ 「医療サービス」では、“無駄な医療”や“真に必要な人が診療を受けにくい”‘‘医療費が高すぎる”“負担が大きい”などの意見が目立っている。  

医♯制度に関する問題点・改善点＿（∩＝90郎  

0％  

自由記述での回答   

結果を定量化  

医者・看護師の不足  
医師の過重労働の解消／就労改善  

産婦人科り」、児科・特定診療科医の不足  
医者の質の向上  

専門医・開業医が多すぎる／医師が偏りすぎる  

医師の所得が高すぎ   
無駄な医療／軽症者の安易な医療機関の受診  

医療費・保険料が高い／負極が大きい  

救急医療の充実・たらい回しを無くす  
医療の地域格差  
投薬・検査過多  

収入】必要度に応じた医療費負担にすべき  
高齢者への負担が多い／高齢者へのサービス拡充   

手続きが煩雑／待ち時間の解消／効率化・lT化  

公平な医療サービス／所得による医療格差  

治療内容・会計等の説明不足  
患者のモラル低下  

高齢者も医療費を負担すべき  
高度先進医療・高額医療費の見直し  

サービスその他  

不安のない医療制度／制度の充実／抜本的見直し  

医大・大学病院の改革／医者の育成  

税金の無駄遣い  
政治・行政改革  

予防医学に力を入れる  
医療の営利主義  

制度がわかりにくい／情報が周知徹底されていない  

医療訴訟の増大／医療事故から医師を守る   

新薬の早期認可／ジェネリツウ医薬品の早期普及  

後期高齢者医療の廃止・見直し  
その他  

※「特になし」「わからない」を  
除いて集計  

医師・■醸師関連  
33．3％  

医療サービス   
58．4％  

制度改革   
28．3l   
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5－1．介護制度について  

■関心がある  済まあ関心がある   日あまり関心がない  1関心がない  

全体（∩＝2カ0の   

＞介護制度に「関心がある」人は42？b。  

「まあ関心がある」人を含めると全体の81％の人が関心をもっている。  

＞女性の方が関心が高く、「関心がある」－「まあ関心がある」の合計では、   

男性77％、女性84％と女性の方が高くなっている。  

＞年代別では、年代が高くなるほど関心も高〈なる傾向。  

「関心がある」と回答した人は、20代が17別こ対して、70代は70％と   

50ポイント以上の開きがみられ、世代間での介護制度への関心度の   

差が大きい。  

ヨ問題点・改善点  

＞自由回答を大別すると「サービス従事者・介護者関連」「介護サービ   

ス関連」「制度関連」「介護保険料」に大きく分かれた。   

＞「制度」に関しては、“無駄が多い”“介護認定の厳格化”“制度が   

複雑すぎる”など、抜本的な制度改革を求める意見が多くみられる。  

＞「サービス従事者・介捷看関連」については、“従事者の待遇改善’’を   

問題点として挙げる人が多く、全体の18％にのぽっており、重労働   

低賃金による介護サービスの低下・離職者増加を危惧する声が   

目立っている。  

また「介護サービス」に関しては、“施設不足”を挙げる人が多く、  

サービス体制をまずは整えるペきだとする意見が多い。  

ふ1   



5－2．介護保険制度に関する優先課題 性別／年代別  

l 介護保険制度に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「十分な人材確保が困難」（45％）、「施設数が不足」（41％）など   
介護サービスを提供する上での環境が整っていないことを挙げる人が多い。その他、「介護保険料が高すぎる」（33％）が続く。  

l 性別でみると、女性は「施設数が不足」、男性は「介護予防のための取組みが不十分」を挙げる人が比較的多い。  

l 年代が高くなるほど、「真にケアが必要な方への対応に重点化すべき」を挙げる人が多くみられる。また、若年層ほど、「わからない」と  
回答した人が多く、やはり介護制度への関心が薄い様子。  

介離保険■まについて（3つ看で回答可）＜性痍′年代鋼＞  

80％「  ＿全体十男性＋女性  

40％  

き  

20ヽ  

0ヽ  
で悪介     入て施  介  点ケ要       者の介  の在  不介  サンケ   そ   わ  
あく護     所、設  謹  化ア介  ■情謹  に宅  十謹  lグア   の   か  
る、サ  保  施報サ  充サ  分予  ビ能マ   他   ら  

十l  ち設護  検  設がl  足】  で防  スカネ  な  
分ビ  料  の不ビ  さビ  あの  の不l  Lヽ   

なス  が  週足ス  れス  るた  質足ジ  
人従  高  則し瑳  ての  め  がなヤ  
材事  す  が、供  しヽ二  の  低どl  

確者  ぎ  困優者  なl  取  いにの  
全体－5％以下  保の  てに  る  練れに  いス  リ  よプ  

が処  おつ  応、  でたつ  が  組  リラ  
全体－1鍋以下  

∩  

選盗全体十10％以上 全体＋5％以上  困遇  りい  あ辛い  高  み  ン  
難が  る棄て  い  が  

全体  2000   44．8  40．6  33．0  28．3  2  7．5   24．0  2  3．4   ‖2   2．4   9．3   

位  984   45．7  35β  32．4  27．7  2  22．0  2  11．ヰ   3，3   9．4  

別   1036   43．9  45．1  33．8  28．9  287 25．9  208 1（）．9   1．4   9．1   

20～29歳  43．1  36月  30．6  18．ヰ  2  24．7  之  11月   2．8   14．8  

30・－39歳   41．6  36．0  33月  252  2  24．9  2  9．4   2．5   13．0  

年  45．1  38ヱ  30，1  25．8  2  25月  2  13．4   1．3   10．1  

代  45．6  45．9  33．8  25－6  2  23．9  2  11．8   2．8   6，2  

別  473  43．4  33ヱ  36．0  2  22．3  2  ‖．1  2．8   5．6  

70～79歳  200   44．5  ヰ2．0  37．5  38．0  3  2f．0  2  10．0   l．5   8．0  

80歳以上  29   51．7  41．4  34．5  48．3  414 34．5  3－8  34   0．0   3．4   15   



5－3．介護保険制度に関する問題点・改善点  

■ 介護制度に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「制度関連」「サービス従事者■介護者関連」「介護サービス関連」  
などに大別された。  

■「制度関連」では、“無駄が多い／政治の怠慢／行政改革，，など抜本的な改革を求める意見が多く、その他“介護認定の厳格化’’“制度が複雑  
すぎる’’なども目立っている。  

■「サービス従事者・介護者関連」では、“介護サービス従事者の待遇改善’’が突出しており18％にのぽっている。  

介護保険制属に開する同書点・改書点＿（n＝丁80）  

0％  5％  10％  15％  20％  
自由記述での回答   

結果を定量化  

サービス従業者の待遇の改善  

サービス従業者の不足  

ケアマネージャの能力の向上  

サービス従業者の賞が低い  

外国からの従事者受け入れ  

介護施設の不足   

サービス内容がよくない・充実していない  

介護施設の寛が低い   

介護サービス・施設の利用料が高すぎる  

在宅サービスの充実  

地域格差の是正  

国営サービスの拡充  

サービスの利用・給付手続きが煩雑  

介護サービスその他  

無駄が多い／政治の怠慢／行政改革  

介護認定の厳格化  

制度内容がわかりにくい・不透明  

必要な人がサービスを受けられない  

（単に）抜本的見直しが必要  

介護予防の実践  

将来介護が受けられるか不安  

介護保険制度は必要ない  

介護保険料が高すぎる  

高所得者に高負担を／所得に応じた負担を  

介護保険料は任意にすべき  

介護保険料その他  

その他  

※「特になし」「わからない」を  
除いて集計  サービス従書者  

・介護者関連  
28．2l  

介護サービス関連  
28．1■  

制度関遵   
39．7l  

介護保腐胴   
10．0ヽ   
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6－1．少子化対策について  

26・1 ロ  

■関心がある  盛まあ関心がある  あまり関心がない  ■関心がない  

全体（∩＝2β00）   

＞少子化対策に「関心がある」人は27？0。  

「まあ関心がある」人を含めると全体の66％の人が関心をもっている。  

＞女性の方がやや関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計   

では、男性64％、女性68％と女性の方が高くなっている。  

＞年代別では、20代、30代の若年層で関心が高め。一方、岨   

50代は他世代よりも少子化対策に対する関心は低くなっている。  

問題点・改善点  

＞自由回答を大別すると「仕事との両立」「支援の拡充」「社会■意識の   

改革」「対策不要」に大きく分かれた。   

＞「支援の拡充」に関しては、“保育・託児施設’’や“子育て手当て”など   

子育てに関するハード面・経済面での支援拡充を求める意見が  

出された。  

「社会・意鼓の改革」については、“社会で支える仕組み”“安心して  
出産・子育てができるシステム’’など国全体で意識を変えていくべきと  

する声が挙げられた。  

＞一方で、少子化対策については、“国が関与すべきではない“’’子供が   

増えても根本的な解決にはならない’’など少子化対策自体を否定   

する意見も出された。  

17   



6－2．少子化対策への関心度 性別／年代別  

蓼 少子化対策に「関心がある」と回答した人は全体の27％。「まあ関心がある」と回答した人を含めると、全体の66％の人が関心を寄せている。  
■ 性別でみると、女性の方が関心が高く、「関心がある」イまあ関心がある」の合計では68％と男性を4ポイント上回っている。  
■ 年代別では、20代、30代の若年層で関心が高い。特に30代でlま「関心がある」と回答した人は43％、「まあ関心がある」と合わせると、77％と最も高く  

なっている。  

■ 一方、40代、50代は他世代よりも少子化対策に対する関心は低くなっている。  

「関心がある」＋  

「まあ関心がある」  

80％  100％  

26．1  血 ♂β．β  

少子化対策への関心度＜性別／年代別＞  

全体Jn＝2，000）   

27．7  ♂ヱβ  男性Jn＝964）   

女性Jn＝1，036）  24．5   □ ββ・′  

21・2  tE■ β且β  20－29歳Jn＝288）  

30－39歳Jn＝361）  

40～49歳Jn＝306）  

ど 50～59歳Jn＝355）  
廿  

60～69歳Jn＝461）  

70～79歳＿（∩＝200）   

SB  80歳以上Jn＝29）  

17・71可 77J  

30・7  一紺■■■   タ7プ  

32・7 
11 」 ■E■J♂・β  

EI（∴、  

【 lヨl‘那  
∧
〃
 
 

3
 
 
8
 
 

7
 
「
 
2
 
 

2
 
 

27．6  ■■ β丘タ  

■関心がある  苛まあ関心がある  あまり関心がない  ■関心がない  

18   



6－3．少子化対策の負担のあり方 性別／年代別  

t 少子化対策の負担のあり方を確認したところ、憑「拡充を図るべきであり、そのために多少の負担増となることについてはやむを得ない」と   
考える人が最も多く42％。■「国民に負担増を求めてまで、拡充する必要はない」と回答した人は23％となっている。  

■ 少子化対策のための負担増について容認する人が、過半数を超え55％となっており、反対する人を25ポイント上回っている。  
■ 性別でみると、男性の方が容認が多く、60％の人が「やむを得ない」と認識しており、女性よりも10ポイント近く土回っている。  
■ 年代別では、関心の低い40代、50代は負担増に対してやや難色を示している人が多くみられる。  

少子化対策の負担のあり方＜性別／年代別＞  

40％  60％  80％  100％  

3．8  10．9  全体Jn＝2．000）   

男性＿（∩＝964）   

女性＿（∩＝1．036）  

4．1 8．3  

3．5  13．3  

20～29歳＿（n＝288）  

30～39歳＿（∩＝361）  

40～49歳＿（n＝306）  

ど 50－59歳－（n＝355）  

廿  

60～69歳＿（∩＝461）  

70～79歳Jn＝200）   

SB   80歳以上Jn＝29）  

4．2  1l．4  

5．1 1l．3  

3．7 1l．3  

4．0  9．5  

3．4  、17．2  

負担増反対  

負担増容認  

その他  わからない   
19   



6－4．少子化対策に関する優先課題 性別／年代別  

■ 少子化対策（子育て支援）に関して優先的に対処すべき課題を確認したところナ「育鱒休業や育児期の短時間勤務を取得しやすくする」（44％）、                                                                                                                                                                                                                                  ＿  t ■ ＿＿＿  ▲ ＿▲▲ ■ lll■ ■ t   ＋ l  ■一■    ■ ■  十 ■  ■■－■l■■■  一■r   ■  l■■■「‾■ ■■l、 ヽ  ■  l ■  、 ■へ■■′■■■′ ■‾l■’’■■ ▼  ▼ ■i■■■■■■ －■， ■ －‾■ － ▼‾ ■      ‾ ■■ ▼▼ ‾’－▼■－▼     ▼ ▼  

「仕事と子育ての両立を支えるサービスの量・質の充実」（42％）、「利用者ニーカこ如応したサービスの提供」（40％）が多く挙げられており、仕事と子育  
ての両立を支援するサービスの充実を求める人が多い様子。  
性別でみると、多くの分野で女性の関心の高さが伺われるが、「出産ヰ育て時の一時金支給拡充」を優先すべきと考える人は女性より男性が多い。  
20代、30代では「出産ヰ育て時の一時金支給拡充」「妊婦健診一出産や不妊治療への支援の拡大」を支持する割合が、他世代と比べると高い0  

少子化対策について（ユつ蔓で昌筈可）＜性用／年代層＞  

る短女  サ仕育  支婦  充産  の  か  
な時と  l事所  援健  他   b  

ど間も  ビと、  決サるス子  の診  子  な  
、勤に  ス手放  拡・  育  い   

働預育  の考課  大出  て  
きを児  呈て後  早ス者にの  産  時  
方取休  ・の児  が－を  や  の  

全体＋5％以上  の得業  貰両壬  利時解  不  
全体－5％以下  見しや  の立ク  な供lるを  用預消  妊  時  

l丘や育  充をラ  ど（ズ運支  でかす  ごム ′□  金  
全体－10％以下  しす児  

∩  

朝廷全体十10％以上  実支ブ  きりる  療  支  
く期  え等  え即改る  るた  へ  結  

全体  2000   44．4  4l．8  40．0  38．7  29．6  29．3  3．了   9．4   

性  964   42．7  39．4  39．5  36鳥  28ヱ  333  4月   9．1  

別   1036   45月  44．0  40．4  40．4  30，9  25．8  2．6   9．¢   

20～29歳  288  30．9  84．4  34．7  8．3  

30～39歳  361   44．3  39．8  30ヱ  35．7  6．る  

年  42．5  44－1  39．5  34．3  275  25月  3．¢   10．1  

代  42．0  43．9  42．5  41，7  203  21．丁  42   10．7  

別  42．3  45．1  ヰ6，4  43．0  275  22．1  28   10．4  

70～79歳  200   40．0  4¢，5  48．0  39．5  245  28．0  4｛〉   10．0  

80歳以上   29   483  41．ヰ  34．5  51．7  27．6  24．1  3．4   8．9   20   



6－5．少子化対策に関する問題点・改善点  

■ 少子化対策（子育て支援）に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「支援の拡充」「社会・意識の改革」「仕事との両  
立」などに大別された。  

■ 「支援の拡充」では、“保育・託児施設”や“子育て手当・支援”“補助金”など子育てに関するハード面、経済面での支援拡充を挙げる人が  
多くみられる。  

■ 「社会・意識の改革」では、“社会で支える仕組み’’“安心して出産・子育てができるシステム’’など国全体の意識を変えてい〈べきとする意見が  
挙がっている。  

少子化対策く子育て支援）に関する間毘点・改善点＿（n＝8朋）  

0％  

自由記述での回答   

結果を定量化  5％  

出産後も母親が働きやすい環境／共働きへの支援  

男女ともに育児休業を取得しやすくする  
専業主婦への支援も必要  

仕事との両立その他  
保育・託児施設の拡充  

子育て手当・支援の拡充  
妊婦検診や出産費用の補助金拡充  

産婦人科や小児科の充実  
不妊治療への支援拡充  
教育費の補助・引き下げ  

地域格差の是正／自治体の支援拡充  

子どもの医療費の支援  
収入・家族構成による補助格差をなくす  

病児保育施設の拡充  
策2子以降の補助拡充  

相談窓口・コミュニティの整備  
支援の拡充その他  

安心して子育てができる環境が必要  
所得増大・企業の賃金アップ・雇用の安定  

親の教育・モラル向上が必要  
（単に）少子化対策は重要である  

税金の無駄遣いをやめる／政治が悪い  

結婚の促進・意識改革  
海外の事例を参考にすべき  

以前より支援はよくなっている  
教育格差の是正  

核家族化の歯止めが必要  
高齢者の経験を活用  

少子化対策が本当に必要か疑問  
現状では出生率を増やせない  

金銭的支援は必要ない  
その他   

※「特になし」「わからない」を  
除いて集計  仕■との両立  

23．2l  

支援の拡充   
41．1l  

社会・意簾の改革  
35．1先  

対策不要   
7．Ol   

21  



参考：Web一対比較評価法について  

■従来よく行なわれている順位法と絶対評価法  

「※Web一対比較評価法」  順位法と絶対評価法の両方の課題を解決した方法が   

※2つの対象物に対する比較評価を連続的に行なうことにより、評価の順位と程度がわかる方法。   
さらにWobを用いることにより、設問のランダム提示が可能となり、より精度の古い分析が可能となる。  22   



参考：Web一対比較評価法について  

■Wob一対比較評価法  
＜画面イメージ＞  

Q．以下の2つの事柄について比較してお答えください。  

対象物を2つ抽出し、横に並べてどちらがふさわしいか（該当するか）を回答者  
に選択してもらいます。  

これを全組合せについて繰り返し行ないます。  
（ここではA～Eの5つの対象物なので全組合せは10通り）  

Web一対比較評価法のメリット  

／対象物が2つなので、回答者にとって迷いが少なく回答しやすい  

／全組合せについてきめ細かく評価することが可能になり、評価の順位  
とその程度を一軸上で把握することが可能となる  

＜画面10＞  

＜アウトプットイメージ＞  

七  月 せ 

ⅩⅨ 

＞全組合せについて確認したそれぞれの対象物の選択率（ここでは「関心がある」方）をもとに、各対象物を一軸上に並べます。  

＞軸上が0．0」は、回答者による選択率がちょうど5割であることを意味しており、「0刊より右側が選択率が5割より高く、左側が5割より低いということを意味して   
います。つまり、評価対象が右にあるほど、より多くの回答者に選択されている（ここでは「関心がある」）ことを表しています。  

＞また、対象物間の間隔が広いほど、その指標の度合いに開きがあることを表しています。  

23   



社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  

（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戟略に基づく整理）  

※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の1への引上げ分（消鰍3兆円）〉が必要とな  

改革の方向性  
2015年度  

（新たな施策）  必要額  
（公費ペース）   

消費税率換算   

○税方式を前提とする場合   約12～28兆円   31／2～81／2％程度  

○社会保険方式を前提とする場合  

基礎年金  低年金・無年金者対策の強化  
・最低保障機能の強化  約2．6兆円   1％弱   

・基礎年金額の改善  
一受給権確保に係る措置の強化  

（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制撤収） 等  

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施  
急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化  

（スタッフの充実等）  

医療・介護  機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現  約4兆円   1％強   

（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）  
在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実  
（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等） 等  

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援  
（3歳未満児の保育サービスの利用率20％→38－44％）  
（学齢期（小1～3年生）の放課後児童クラブ利用率19％→60％）  

少子化対策  （出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得   約1，3～2．1兆円   0．4～0．6％程度   
（第1子出産前後の継続就業率38％→55％））  

すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  
（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）等  

○税方式を前提とする場合   約17～34兆円   5～10％程度  
合計  

○社会保険方式を前提とする場合   約7．6～8．3兆円   2．3～2．5％程度   

社会保障の  
○税方式を前提とする場合  機能強化に加え  

6～11％程度  

基礎年金の  

国庫負担割合  
引上げ分を加味  

3．3～3．5％程度  

（注1）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会高射こおける検討に資するために行う医療・介護費用の   

シミュレーション（B2シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ－1（医療の伸びはケース①）」を用いた。  

（注2）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担   

割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。  

∴－   



社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）  

（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）   

※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の1への引上げ分（消費税率換算1％程度（2009年度で2且兆円））が必要とな  

l  

l   

改革の方向性  

l  2025年度  

（新たな施策）  必要額  
（公費ベース）   

消費税率換算   

○税方式を前提とする場合   約15～31兆円   31／2～8％程度  

○社会保険方式を前提とする場合  

基礎年金  低年金■無年金者対策の強化  
1最低保障機能の強化  約2．9兆円   1％弱   

・基礎年金額の改善  
・受給権確保に係る措置の強化  

（免除の活用厚生年金適用拡大、強制徴収） 等  

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施  
急性期医療の充実掛ヒ、重点化、在院日数の短縮化  

（スタッフの充実等）  

医療・介護  機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現  約14兆円   4％弱   

（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）  
在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実  
（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等） 等  

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援  
（3歳未満児の保育サービスの利用率20％→38～44％）  
（学齢期（小1～3年生）の放課後児童クラブ利用率19％→60％）  

少子化対策  （出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得   約1．6～2．5兆円   0．4～0．6％程度   
（第1子出産前後の継続就業率38％→55％））  

すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  
（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実） 等  

○税方式を前提とする場合   約31～48兆円   8～12％程度  
合計  

○社会保険方式を前提とする場合   約19～20兆円   5％程度   

社会保障の  
○税方式を前提とする場合  機能強化に加え  

9～13％程度  

基礎年金の  
国庫負担割合  
引上げ分を加味  

○社会保険方式を前提とする場合  

（注1）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制虔に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護黄用の   

シミュレーション（B2シナリオ）」等に基づく。纏済前提は「ケースⅡ－1（医療の伸びはケース①）」を用いた。  

（注2）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担   

割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。   



参考：経済前提  

※ 名目成長率は、2007年度2．2％、2008年度2．8％、2009年度3．3％、2010年度3．7％、2011年度3．9％、2012年度以降は   

賃金上昇率マイナス0．5％ポイントを仮定。   

足下の経済前提については、2007年1月「進路と戦略」内閣府試算を用い、  

2012年度以降の長期の前提は、以下の4とおりとする。  

足下の前提  

2006   2007   2008   2009   2010   2011   

物価上昇率   0．3％   0．5％   1．2％   1．7％   1．9％   1．9％   

賃金上昇・率   0．0％   2．5％   3．0％   3．5％   3．8％   4．1％   

運用利回り   1．7％   2．4％   3．0％   3．7％   4．1％   4．4％   

2012年度以降の長期の前提  

ケースⅠ－1   ケースⅠ－2   ケースⅡ－1   ケースⅡ－2   

物価上昇率   1．6％   1．1％   1．0％   1．0％   

賃金上昇率   3．7％   2．6％   2、5％   2．1％   

運用利回り   4．9％   4．0％   4．1％   3．2％   

（注）ケースⅠ－1及びケースⅠ－2は、平成19年10月17日の経済財政諮問会議に示された「給付と負担の   

選択肢について」の試算における成長ケース及び制約ケースの前提、ケースⅡ－1及びケースⅡ－2は、   

「人口の変化等を踏まえた年金財政への影響（暫定試算）：平成19年2月（厚生労働省年金局）」   

における基本ケース及び参考ケースの前提をそれぞれ踏まえたもの。  

◆溺   



社会保障給付に係る公責負担と消費税との関係（現状）  

0社会保障給付費ば約96兆円（年金が約5割、医療が約3割）  
○この給付（96兆円）を保険料（約6割）と公費（国・地方）（約3割）などの組合せにより賄う  

社会保障給付費（平成20年度予算ベース）  

財源 87．5兆円＋資産収入  95．7兆円  
（NI比24．9％）  

・ 

㌧  

‥‥  

資産収入等  公費負担計 31．0兆円  

地方負担  

8．6兆円  

1 三三‡塁担車鞋ニ≡  

二Zとを慕町ニ  

も
Q
 
 

保険料  

56．4兆円  

保険料の例  
年金   
国民年金  
14，410  

（H20．4－）  

厚生年金  
14．998％  

（H19．9－）  

医療保険  
政管健保   

8．2％  

介護保険  
1号保険料平均  

（注）少子化に係る公費負担には社会保障給付費の集計対象となっている児童手当、児童  
扶養手当、保育所運営費（一般財源化した経費を含む）、出産育児一時金等に係る公費負  
担を計上している。また、社会保障給付費に含まれない児童一家族関係社会支出としては就  
学前教育（約5千億円）、放課後子ども教室に係る費用（約0．1千億円）、妊婦健診に係る費  
用（約0．5千億円）がある。   

4，090円  



社会保障の機能強化を行った場合の公費負担総額（粗い推計）（2015年度）  

（注1）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレ「ション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の  

シミュレーション（B2シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ－1（医療の伸びはケース①）」を用いた。また、年金については社会保険方式を前提とする場合の数値である。  

（注2）年金に係る公費負担には基礎年金に係る費用を計上している。なお、平成20年度予算においては、基礎年金に係る公費負担の他、厚生年金の昭和36年4月前の加入期間の給  

付に係る国庫負担等を計上している。  

（注3）少子化に係る公費負担は「児童・家族関係社会支出」に係る費用を計上している。なお、平成20年度予算においては、社会保障給付費の集計対象となっている児童手当、児童扶  

養手当、保育所運営費（一般財源化した経費を含む）、出産育児一時金等に係る公費負担を計上しており、社会保障給付費に含まれない児童・家族関係社会支出としては就学  

前教育（約5千億円）、放課後子ども教室に係る費用（約0．1千億円）、妊婦健診に係る費用（約0．5千億円）がある。   



少子化対策特別部会委員等からの意見  

（第16回少子化対策特別部会資料）   



認可外保育施設、保育の質に関する追加の意見  

セレーノ 杉山千住  

◎ 認可外保育施設について  

前回も述べましたが、認可外保育施設のなかでも、もっとも行政の目の届い  

ていない施設に対しては、早急に何らかの対策を打ち、少しでもよい環境のな  

かで子どもが過ごせるよう、取り組むべきだと思います。   

具体的には、   

（すぐできること）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度をもっと手厚く、利用  

しやすくできないか。  

一 都道府県が把握している認可外保育施設について、市町村も連携して対  

応できるよう体制を整える。市町村の子育て支援情報が、認可外施設にも  

十分行き渡るよう、配慮。   

・従事者の質の向上のため、自治体内の認可保育園の現役保育士か定年な  

どでリタイアしたばかりの経験豊富な保育士が、一定期間、その保育施設  

の保育にかかわり、実地を通して、様々なアドバイスを行ってはどうか。  

・従事者の質の向上のため、認可保育園との保育土間の人事交流のような  

ことをしてはどうか。  

（中期的に進めていくこと）  

認可外保育施設の経営状況、問題点などをヒアリングして、どのような  

対応策が有効か検討を行う。  

認可外保育施設において従事している保育士が6割にとどまるという現  

状や、ボランタリーな一時保育には無資格者も相当数いることを踏まえ、  

認可基準を満たすよう引き上げていく過程において、経過的に、保育士を  

ホームヘルパーのように1級、2級、3級といった段階制にしていくことも  

検討していく必要があるのではないか。  

保育士を標準としながら、サブで保育する場合は保育資格がなくてもい  

い、ただし、経験年数やボランティア経験などを問うとか、自治体などが   



主催する子育て支援講座などの修了者とか。  

さらに、ソーシャルワーク的なより専門性の高い保育■子育て支援を行  
う場合はさらにレベルの高い保育士資格を用意するとか。   

◎ 保育の質に関して   

・先日の清原委員の発言を受けて感じたことですが、公設公営の保育園に  

は、民間ではできない、別の大切な役割があると思います。  

自治体の財政事情に合わせて、どんどんと民営化を進めていくのではな  
く、公設の保育園を一定程度は残す、それに対して、国としてなんらかの  
支援を行うということはできないか。   

・先日の資料の中の、秋田先生がおまとめになった「保育環境の質尺度の  

開発と保育研修利用に関する調査研究」は、特に興味深く読ませていただ  

きました。  

ことに、保育の質をみるときに大きく2つの方略があること（より教師  

中心でより学業志向のカリキュラムや方法か、より地域に根ざした、子ど  
も中心のホリスティックなカリキュラムか）や、「方向性の質」「構造の質」   

「過程の質」「操作性の質」「子どもの成果としての質」などいくつかの「質」  

の整理が体系的になされていること、質の評価の数量的実証をめざすアプ  

ローチではなく、理念的、思想的に保育の質をめぐる議論を実践の事実に  

も址づいて行おうとする研究がある  

という指摘などは、初めて知るものでした。  

「保育の場であるセンターをサービス提供の場としてではなく、地域の  

多様な声の交流するフォーラム、アリーナとし、保育の質を外部から評価  
する評価の言語ではなく、園は子どもや他者との出会いによって自己との  

対話を始める場として、意味生成の言語で語ることの必要性を説く。保育  
の質の評価は、地域文化にねぎした市民参加のプロセスであり、保育過程  
の記録を行いその記録をもとに対話し省察を行う行為であるドキュメンテ  

ーションはそのために不可欠な行為と捉えられている」（資料P39）とい  

った研究があることは、正直なところ、たいへん驚きました。  

もし、時間的に可能であれば、秋田先生にOECD各国のそうした動向  
をご説明いただく機会を設けていただければ、たいへんうれしいのですが。  

以上。   



保育所における一時保育の経験からの提言  

バオバブ保育園ちいさな家 遠山洋一  

（平成20年10月29日）   

陳述要旨  

1現在保育所で行われているトー時保育」は、「中間的な保育ニーズ」に応えるものと   

して大きな可能性を持っている。しかし、J嘩鮮削こ理   

解されているとは言い難い。  

2 統計上の一時保育実施箇所数の約半数は「数名を通常保育クラスに一時的に受け入れ   

る」方式のものと考えられるが、私が大きな可能性を持つと考えるのは「専用の保育撃   

と専任の保育スタッフを備え、一日10名ていどを保育する」方式の「一時保育」であ   

る。以下、そのタイプを想定して述べる。  

3 「一時保育」の中心となっているのは「非定型保育t（隔週に1日～毎週3日といっ   

たペースで継続して保育するもの）で、そこに「緊急一時保育」（親の病気等で短期間   

の保育が必要なもの）が加わっている。  

4 「非定型保育」が中心であることにより、それなりのまとまりと落ち着きを持った保  

五里堤ができていて、子どもも楽しみにして来るようになる。そういう中には「緊急一   

時的」に来る子も溶け込みやすい。保護者どうしのつながりも生まれ、親としての学び   

もある。  

5 「非定型保育」を利用する理由は、就  からリフレッシュまで  幅が広い。リフレッシ   

ユも幅が広く、1，2歳児と赤ちやんを育てている人にとっての必要性などよく分かる。  

近年は育児疲れの親が市の健康センターなどから利用を勧められて来るケースも少なく   

ない。1，2歳児が友だちと触れ合うことのできる保育の場としての意味もあり、親の   

期待も一部はそこにもあるように思われる。  

6 このような「一時保育」は、1，2歳児を中心に1日10－15人を想定した30Ⅰぜ   

ていどの部屋と3人ていどの保育スタッフを用意することで、30－50人のニーズに  

応えることができ、施設の効率性は高い。また、保育所の中で実施することで調理、看  

護、相談、事務など保育所が持つ機能や施設設備を活用している。独立施設でやればも   

っとコストがかかる。  

7 利用方式は、一定の制度の下での利用者と保育所の直接契約である。「一時保育」の  

場合は、その方が即応力があり実際的である。ただし、受け入れ容量を超える利用希望   

に応えきれずお断りする苦労は絶えない。  

8 就労による利用者の中には、いわゆる待機児童もいる。しかし、週に3日利用し2日   

は祖母にみてもらうような人から、自宅就労なので成り立っている人、忙しい時期だけ  

一‾  餐   



自営の夫の仕事を手伝う人など様々である。「就労支援のための保育」ということも、   

あまり一律に考えない方がよい。  

9 パートタイム利用者も含めた形に保育所制度を再編成してはどうかという考え方もあ  

と思う。「定型保育」を安定して運営できる   ろうが、私はごちや混ぜにしない方がよい  

保育所の基盤があった上で、このような形の「一時保育」が安定して実施できるのだと   

思う。保育の面では、両者はほどよい触れ合いを持てている。  

10 当保育所の場合、ホールを利用して、週に4日、10時半～15時半、随時親子で利   

用できる「親子サロン」（0～2歳児対象）も開設しており、賑わっている。 「親子サ   

ロン」、「一時保育」、「定型保育」の3点セットがうまく機能している。  

11「一時保育」がこのような場として機能している半面、短時間利用など気軽な預け場   

所としてはあまり機能していないのは事実で、そのような不満もあると思う。そのよう   

なニーズに対しては別の種類の「一時預かり」の場を用意する必要がある。「ひろば」   

に付設するなど日頃から馴染んでいる場所であるのが望ましい。  

12 3点セットで仕事をしていると、在宅子育て家庭が抱えている悩みや問題の大きさが   

よく分かる。親だけでなく、子ども（0～2歳児）も、子どもどうしの触れ合いがあり、   

ゆったり遊べる楽しい保育の場が必要である。  

13 少子化対策という視点からすると、もっと「ひろば」や「一時保育」のような在宅子   

育て家庭支援に力を入れる必要があると思う。（待機児童対策との関係で、現状は少し   

バランスを欠いている印象をもつ。）  

14 今の経済状況から、子どもを預けて働きに出たい母親は増えている。しかし、小さい   

うちは自分の手で育てたいと思っている母親は多く、しかし家に閉じこもりたくはなく、   

割り切れていない母親が多い。そういう母親が「一時保育」を経験して、保育の場が子   

どもにとってもむしろプラスであることを知り、仕事と子育ての両立の道に踏み出して   

行くことも少なくない。一時保育を手がけて、これまでのようにdlornothi眠ではない   

生き方を保障できる「中間的な保育ニーズ」に応える場の重要性を肌で感じている。  

参考資料  

○ 一時保育制度をめぐる経緯  

・平成2年 国の補助事業として創設。  

・補助金は、定額制からスタートしたが、出来高払い制に移るなど変遷している。  

・東京都では、平成8年にバオバブ保育園を含む4園で開始したのが最初。  

・平成15年、国では「特定保育」（週3日ていどまで保育に欠けると市町村が認定した   

児童を対象に必要な目時保育する事業）の制度が出来た。一時保育利用者の中にはこれ   



に該当する子もいるが、二つの制度を区別して実施することは煩雑なので「一時保育」  

の中で受け入れている所が多いと思われる。  

・平成19年度全国統計は「一時保育」7，213カ所、「特定保育」927カ所  

・児童福祉法が改正され「一時預かり事業」が法定化されると、「一時保育」も「一時預  

かり事業」の中に包括されるものと思われる。（「一時預かり」という名称には疑問。）  

○ バオバブ保育園ちいさな家における一時保育の現状  

・登録児数（10月1日現在）   50名  

週1日以上定期的に利用  39名  

不定期に利用  11名（週に2～3回利用する人も含まれる）  

・登録児の年齢構成  

0歳児5名、1歳児28名、2歳児17名、3歳以上児0  

（註）3歳以上児や月齢の大きい2歳児は、近くのバオバブ保育園に紹介している。  

・利用の理由（申し込み時点での）   

・就労   

・通院（出産を含む）   

・生涯学習   

・兄姉の行事等   

・就職活動   

・リフレッシュ  

計  

・利用頻度（定期的利用者）   

・週1回   

・週2回   

・週3回   

・週4回  

計  

名
 
名
 
名
 
名
 
名
 
名
 
名
 
 

1
 
 
8
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
 
6
 
0
 
 

2
 
 
1
 
 

5  

23名   

5名  

10名  

1名  

39名  

・平成20年3月に登録されていた一時保育児童の4月以降の状況   

・幼稚園に入園  16名   

・保育所に入所  4名   

・認証保育所に入所  1名   

・その他の理由で継続せず  2名   

・一時保育継続  21名  

計  48名  

ゴ   



○ 多摩市における一時保育利用実績（年間のべ利用児童数）  

平成15  平成16  平成17  平成18  平成19   

バオバブ保育園  一日   1，667   2，032   2，494   2，593   2，297  

半日   263   420   148   155   295   

バオバブ保育園  1，610   2，220   1，833   2，183   1，999  

ちいさな家   半日   286   164   165   171   84   

A園   一日   1，241   1，252   1，922   1，511   1，626  

半日   300   348   95   45   37   

B園   一日   818   1，138   1，633   1，294   1，424  

半日   392   263   85   213   114   

C園   一日   1，211   2，558   2，944   2，517   2，469  

半日   830   1，043   85   88   74   

D園   一日  2，122   1，999  

半日  58   84   

合計   一日   6，547   9，200   10，826   12，220   13，629  

半日   2，071   2，3ヨ8   578   730   752   

（註）多摩市には公立2、私立16の認可保育所があるが、うち6カ所で専用保育室をも  

った一時保育を実施しており実施率は高いと思われる。  

O 「親子サロンび－だま」の状況（平成19年4～12月の実績）  

・新規登録者数  270名  

・のべ利用人数（子ども）  3，035名   

のべ利用人数（おとな）  2，891名  

・開設日数  143日  

・一目平均利用人数（子ども）  21名．  

（註）「親子サロンび－だま」は無料。スタッフ2名を配置し、その人件費は年間171  

万円。補助金は受けず保育所会計の中での独自事業として実施している。 補助金を受けて  

いないので、市の統計にも国の統計にも載らない。   



保育システム改革への意見  

平成20年10月28日 椋野美智子  

1 市場原理主義に基づく直接契約・個人給付には反対。  

直接契約・個人給付が市場原理主義にならないような保障（市町村の基盤整備責  

任の明確化、保育費用の公定価格化、充分な財源確保、最低基準の維持）が必要  

であることは当然。また、先行制度の光と影の評価を行い、それへの対応が必要。  

2 現行制度の評価に基づく制度改革が必要。  

（1）現行制度（利用者の申し込みにより市町村が認可保育所に委託）の評価  

＜認可保育所だけでニーズに対応できている地域＞  

利用者の選択と市町村の責任を両立させたシステムとして機能  

＜認可保育所だけではニーズに対応できていない地域（待機児童のいる都市部）＞  

①利用者は事実上保育所を選択できない（入れる所に入るしかない）  

②市町村は認可保育所に入れない時の代替サービス提供の責任を果たしていない   

（利用者が自分で利用できる認可外保育所を探すしかない）。  

③財政制約のなか、認可保育所のニーズへの即応、ニーズの顕在化を市町村が抑   

制する方向に機能。  

＜全地域、特に認可保育所だけでニーズに対応できている地域＞   

市町村の一般会計で行われる自治事務は定着した段階で一般財源化することが  

原則なので、常に一般財源化の力が働く。また、その時々の財政状況、政治状況に  

左右されやすい。  

（2）上記評価に基づき、現行制度のよい点を活かす形で改革するには、  

①利用者の選択が可能となるよう、認可保育所のスピード感を持った拡大が進むシ  

ステム（直接契約・個人給付、運営費への減価償却費の上乗せ）とする。  

②需要に供給が追い付かない間は、保育の質の底上げの観点から、認可外保育所へ   

の公費助成を行う。  

③市町村の基盤整備責任を明確化する。  

④保育の必要な子どもにサービスが提供されるよう、客観的な要保育認定を行った   

上で、親がサービスを探して走り回らずにすむように、保育の必要な子どもに必   

要な保育サービスを調整する保育マネジメント（仮称）を創設する（市町村が行   

ってもよい）   



④安定財源の確保しやすい体系にする。  

3 待機児童は、ごく一部の大都市の問題ではない。   

待機児童のいる市町村に20代、細代の女性の2／3、社会福祉法人営保育所の   

半分、認可外保育所の9割近くが存在し、一部の大都市の問題とはいえない。こ   

れら地域で認可保育所のスピード感を持った量的拡大を図るための改革が、少子   

化対策としても、子どもの福祉の観点からも最優先課題。  

4 地域特性への配慮が必要   

改革が与える影響が地域によって異なることに対して、きめ細かい配慮が必要。   

最低基準についても、待機児童の多い地域、過疎化で子どもの集団での育ちに配   

慮が必要な地域など、地域の実情に応じて市町村が弾力的に適用できることが必   

要。   



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関する  

私たちの見解について  

平成20年11月17日  
（社）全国私立保育園連盟  

～ あらためて「基本的考え方」を踏まえて ～  

少子化問題の解決とすべての子どもたちの健やかな成長、就労と子育て家庭を支援するため  

のあるべき制度について、現在行われている社会保障審議会少子化対策特別部会での真筆なご  

検討について敬意を表します。   

「少子化対策特別部会（以下特別部会）」から提起された「次世代育成支援のための新たな  

制度体系の設計に向けた基本的考え方（「基本的考え方」と称す）」（5月20日）では、子どもの  

最善の利益を保障し、健やかな育ちを支援することを基本とされています。   

その後の審議では、『保育の仕組み』の検討に際しての前提として、①すべての子どもの健  

やかな育ちの支援②保護者の利便性等のためだけでなく、子どもの健全な発達保障③提供者  

と保護者関係の相互性④地域の保育機能の維持向上⑤保育の地域性⑥新しい仕組みの導入  

には「量」の保障と「財源の確保」が不可欠、とされています。これらのことについては異論  

がありませんし、是非、この前提を維持して制度設計をお願いいたします。   

また、「『質』が確保された『量』の拡大」というように、『保育の質の維持・向上』につ  

いても、もう一つの重点課題として議論されていますが、このため職員処遇のあり方や専門性  

の向上のための研修体系、職員配置、子どもの生活空間等保育環境の在り方等、にも触れられ  

ており、保育現場の願いを生かした制度であることを大いに望むところです。   

以下、制度設計に関する議論の項目に沿いながら、考え方を表明します。   

なお、当連盟の特別部会の「基本的考え方」に対する見解については、「新たな制度体系の  

設計に関する意見～少子化対策特別部会・基本的考え方に対する意見～」（平成20年9月5日（社）  

全国私立保育園連盟）を参照して下さい（※別添資料1）。  

1．「規制改革会議」等によって提起されている問題点について   

（1）直接契約・直接補助について   

私たちの見解の前提として、「規制改革会議」等によって提起されている、保育を市場化し、  

競争を導入することによって質が向上し、供給が拡大するという考え方については反対です。  

「コスト論・効率化論」に基づく改革については多くの問題を畢んでいます。これらは、主に  

直接契約、直接補助方式（保育バウチャー制）の導入、認証保育所制度等を例にした最低基準  

見直し、社会福祉法人以外への施設整備の公的補助の拡大、株式会社経営への企業会計の適用  

等民間事業者の参入促進、そして規制となっている保育に欠ける要件の見直し等という内容に  

なっています。   

こうした制度の導入については、保育所が就労支援の受け皿であると同時に、子どもたちが  

健やかに育っていくための環境であるという、両側面を保障する社会的資源である点を無視し   



ており、保育界における市場原理の導入について、妥当性があるとは到底いえず考えることが  

できません。将来の日本を背負っていく次世代の育成支援施策のあり方について、子どもたち  

自身の利益という観点からも弊害があまりに多く、反対します。   

○直接契約による選択は、保育園の「保育内容と保育機能」に力を入れようという意欲にプラ   

スに働くとしていますが、「保育内容」が保育料支払い者である利用者（親）に対する見映えを   

重視した「外見だけを見せる保育」に陥る危険性をもっています。子どもたち自身の「日々   

の生活の過程や、その間の心身の育ち」は軽視され、子どもの成長にとっての利益が損なわ   

れることは十分想定できます。「園児獲得」のための保護者満足度ばかりが先行し、保育の当   

事者である子ども自身に対する「保育の質」の低下を防ぐことができません。  

（2）とくに利用者補助について   

○現行の財政の枠の中で利用者補助（バウチャー制）にすれば、当然、一人当たりの給付額  

は薄くなります。その中で保育所の現行基準を保とうとすれば、勢い保育料負担の大幅引き  

上げは必至となり、低所得層の排除につながる危険性があります。こうした方式については、  

諸外国の先行例でも既にいくつかの問題点が指摘されています。「選択」を重視するための利  

用者補助であるので、教育バウチャーや学校選択制のように施設間格差が生じ、将来的には  

米国のように富裕層、中間層、低所得層と保育利用対象の分化が生じるおそれがあります。  

希望が集中すれば、新たな待機児童を生み出す原因にもなります。さらに地域を越えて選べ  

るとなると保育所のもっている地域性が薄くなってしまいます。小学校に行くようになって  

から、地域の学区に戻るということになってしまい子どもの生活にとって不利益となり、前  

記の検討の前提の一つでもある地域性を無視した制度になってしまいます。   

○現行の運営財源の仕組みは、どの定員規模であっても、それぞれが児童福祉施設最低基準  

を守ることができるように、小規模ほど保育単価を高く設定して、傾斜させています。また  

定員規模別保育単価と保育料が直接連動しないように、自治体が統一保育料をつくり調整し  

ています。しかし規制改革会議等が主張するように、利用者補助方式をとるとすれば、この  

機能が崩れます。「定員」概念が崩壊し、同時に定員別の保育単価が崩れ、職員定数などの最  

低基準が崩れることにつながります。保育所にも「スケールメリット」が発生し、本来小地  

域の小規模の地域の資源としての保育所ではなくなってしまいます。前項と同様、検討の前  

提にある地域性を大切にした制度設計ができなくなってしまいます。  

2．少子化対策特別部会の審議の項目に沿って  

（1）保育サービスの必要性の判断基準について  

「すべての子どもの健やかな育ちの支援」という次世代育成支援の目指す新制度体系の   

趣旨とともに、保育・子育て支援の対象については、保育所機能も限定的な「保育に欠け  

る」という対象規定ではなく、「保育を必要とする」家庭へと広げていくべきでしょう。  

この場合、「保育を必要とする」家庭については、多様な就労形態とともに必要度が異な  

ります。そこで、必要度の要素について判定することが求められます。週6日の通常保育  

が必要なのか、あるいは週3日以内必要なのか、短時間必要なのか、子育て広場や一時保  

彗I   



育等の地域子育て支援が必要なのか等について、客観的な基準に基づいた市町村の公正な  

判定が欠かせません。また、必要性の高い家庭・子どもについてはその優先度を決め、利  

用を確保できるように市町村が関与すべきです。なお、例えば現在のフルタイムを中心と  

した就労支援にたいする通常保育を「定型保育」とし、そのほか短時間や一時的な保育に  

ついては－‾非定型保育」、さらに、随時必要とする地域子育て支援等については「随時保育」  

など3つぐらいの支援の型が必要になるように考えられます。  

（2）利用方式のあり方を中心とする提供の仕組みについて  

市町村の保育の実施義務を規定している法第24条のただし書き規定は、例外的一時的な  

救済措置を義務付けたもので、免責条項ではないと考えます。したがって、厳しいもので  

あることを市町村に徹底すべきだと考えます。   

また、地方自治体の財政事情から、認可基準を満たしながら認可されていない認可外保  

育所は、厚労省として認可するという方針を徹底すべきであり、提供基盤の整備責任を明  

確にし、認可保育所拡大につなげていく必要があります。   

所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するためには、保育の報酬は決して自由価格  

ではなく公定価格でなくてはなりません。また、その中の利用者負担分（保育料）は、利  

用者の所得に応じたものとする応能負担制である必要があります。従って、市町村が統一  

保育料を設け、徴収する（保育所が代行する場合も考えられます）現行の仕組みを維持す  

べきと考えます。   

（3）多様な提供主体の参入について  

企業等の参入促進による大幅な供給拡大は、ごく最近の事件を例にするまでもなく、企  

業等は撤退することも自由です。数十園に及ぶ保育・学童施設を急きょ閉鎖するような企業  

グループは「撤退の自由」でしょうが、残された子どもや観たちはどうするのでしょう。  

ましてや企業にとっても、仮にそうした閉鎖に追い込まれるような事態となるまでには、  

職員定数を削減したり、給与を引き下げたり閉鎖までには経営努力が働きます。こういう  

本質的特性を持つ企業が、どうして、欧米に比べて低い水準である最低基準、つまり子ど  

もが育つ人的・物的環境条件を、利益と引き換えに、引き上げていくインセンティブが働く  

のでしょうか。保育所の運営法人は、継続性と安定性、純粋性が求められています。   

営利企業という性格の主体に受け皿を求める場合、その責任性について明確にすべきです。   

（4）保育の質の向上   

①「質の向上」を目指す上で検討すべき具体的な内容について   

少子化対策特別部会（以下特別部会）でも説明されたように「質の高い保育」は、子どもた  

ちに何をもたらすかについて、米国の「乳幼児保育に関するNICHD（米国・国立小児保  

健・人間発達研究所）の研究」が、7年間にわたる（その後も継続）追跡調査をもとに「保  

育園での保育は、ほかの環境での同様の質の保育に比べ、認知・言語能力・就学レディネス  

ともより高いこと。グループ保育は、3歳時点で問題行動の報告の少なさにつながること。  

したがって乳幼児保育の経験は子どもにとって意味がある。」との報告書をまとめています。   



しかしながら、規制改革会議や地方分権改革推進委員会等の考えでは、現行の最低基準を  

さらに低い基準に変えることが主眼となっており、保育現場における子どもたちの生活と遊  

び等を豊かにするための質との関係で、決してプラスの方向ではないと考えます。   

戦後から高度経済成長期、その後のバブル崩壊期以降現在に至るまで月本の保育制度は保  

育現場とともにその都度、時代のニーズに即応するため試行錯誤を繰り返しながら発達して  

きました。その意味では諸外国に比しても充実したしくみに構築されたといえます。しかし  

ながら一方、現行の児童福祉施設最低基準はその具体化に財政的な裏付けが必要であり、諸  

外国の基準に比較して非常に低い基準といえます。また、子どもたちの健やかな成長を保障  

する上でも、検討されるべき多くの問題点があります。そうした、問題点を今回の検討の中  

で、真剣に議論、検討し、より時代にあった基準に「子どもの最善の利益」の方向で改善す  

ることが、保育の質を高めることにつながります。   

②保育の質を高める条件  

○保育の質は、保育士の豊かな、安定した心と専門性、それを保障する環境・条件が求め  

られ、そのためには、人的条件と物的条件について、次のような内容について検討される  

必要があります。  

イ．職員配置基準（幼児に関し、諸外国に比べ低い）、ロ．職員の処遇（賃金・労働条件・厚生など）  

ハ．職員の身分（正規・非正規・パート）保障、ニ．勤務（続）年数を高める条件づくり、  

ホ．労働の密度（ローテーションなどの緩和）等。  

また、質の向上のためには、地域の子育て支援活動や関連機関との調整・連絡等のため  

のソーシャル・ワークに関する専門知識のための研修、資格等も必要になっていますし、  

職員のワーク・ライフ・バランス（保育士にゆとりある生活と豊かな心）も大きな要素です。   

○保育活動にかかわる広さ等の環境条件については、生活と遊びや健やかな発達を保障す  

るに足りる機能を備え、かつ、安全が確保されることが前提となります。   

保育機能としての条件は、保育室・遊戯室・給食室・食堂・職員室・更衣室・事務室・  

応接室（面接）・園庭・作業室等が挙げられますが、総じて日々の生活や様々に求められる  

活動に、より柔軟に対応できる多目的な保育室など、余裕のあるスペースが保障されるこ   

とが必要です。保育環境に関する物的な条件については以下の項目が挙げられます。とく  

に障害児保育や病児保育、地域の子育て支援等に取り組む上で、相互に余裕のある適切な  

スペースの確保等に以下の点について、配慮したあり方が求められます。   

①子ども集団の大きさ・数（各年齢の適切なクラス人数・集団の規模）  

②遊具、教材  

③近隣の立地条件（日当たり、自然、公園等）  

④保育活動内容「室内活動、散歩、自然体験、生活」（・健康・身体的発達・心の育ち・   

生活力・社会性（言葉）・知力）  

⑤保育者の保育力（資格、専門性、研修、経験等）  

⑥経営と運営の安定   



（5）認可外保育所の質的向上について  

認可外保育施設は総じて福祉の観点から質が低いと考えられます。施設設備の物的環境   

条件のみならず、人的環境も含めて低いことは明らかです。従って「特異な教育サービス」   

等のために認可外を利用する場合は別として、認可保育所を利用したくても認可外を利用   

せざるを得ない子どものことを考慮した、福祉の観点からは「質の底上げ」が必要となり   

ます。  

そのために、認可化希望園については、認可外の運営状況や保育状況をみながら、例え   

ば一定期間を設けて移行のための事業を強力に実施、推進する等が重要です。併せて、認   

定こども園の第1類型移行促進のために、提案されている「こども交付金」のような特別   

交付金の設定と、保育内容の向上のためのより積極的な指導等が早急に講じられる必要が   

あります。  

わが国の子どもたちが、学習意欲が弱い、自己肯定感が薄い、友達関係を結びにくい、   

キレやすい、自己中心的などという心の育ちの異変が数多く指摘されている中で、保育の   

質につながる環境条件等について、認可保育所、認可外を問わず、また、経営主体の自由   

意志ではなく、国家の大計として公的に向上させていく方向をとる以外にないと考えます。   

3．求められる大幅な財政投入の必要性について  

制度設計の議論の前提として、大幅な財政投入が不可欠とされています。当然、薄く広く   

という議論につなげてはなりません。財政投入を前提とした、前向きな制度設計を検討して  

頂きたいと考えます。わが国に比べて、欧州各国の子ども支援政策は、2～3倍の圧倒的な財  

政投入によって改善、改革の方向で取り組んでいます。就学前の子どもたちの育ちが国家の  

未来に大きく影響するという自覚をもとに夢のある政策の展開が望まれます。   

4．現行制度の改善による待機児童の海軍消策や多様なニーズへの対応についての提案  

待機児童の解消や、多様なニーズへの対応ができるよう、当面は次のように定型的な保育   

と非定型的な保育等について現行制度の改善と拡大を因っていく必要があります。   

【定型的な保育】   

①国有地（相続税などの物納物件も含む）を優先的に保育所用地として貸し出すか 自  

治体に払い下げ、自治体にもそれを義務づける。   

②学校用地の一部を使えるよう、様々な障碍を取り払う。   

③再開発などの際、一定規模以上の場合は保育所用地の提供を条件づける。   

④施設整備補助金がハード交付金になって、従来補助金の時には、1／2が国、1／4が都  

道府県、1／4が法人の自己負担となっていたのが、都道府県の負担がなくなり1／4が  

市町村負担となり市町村にとってはかなり重荷となっています。単価が実勢との開きが  

あり、結果として社会福祉法人の負担が法定以上に大きくになっている等、改善が必要  

です。  

福祉医療機構の融資基準と枠の拡大、事務の簡素化が求められます。小規模な増築な  

らば、ハード交付金を得られなくとも福祉医療機構からの借入で実施できるくらいにな  

ると実効性があると考えます。   



⑤厚労省の要求でもだされている運営費の定員刻みの細分化は、柔軟に定員を設定できる   

ようになることで、受入児童数の増に寄与すると考えます。  

以上のような現行制度の改善で認可保育所の拡充を一層図ることで待機児童の解消   

や多様なニーズに対応することができると考えます。   

【非定型的な保育】  

①現在保育所で行われている「一時保育」は、「中間的な保育ニーズ」に応えるものとし   

て大きな可能性を持っています。一時保育とは、「専用の保育室と専任の保育スタッフを   

備え、一日10名程度を保育する」方式の「一時保育」であり、「非定型保育」（隔週に  

1日～毎週3日といったペースで継続して保育するもの）と、そこに「緊急一時保育」（親   

の病気等で短期間の保育が必要なもの）が加わった内容のものです。なお、あくまでこう   

した一時保育は、通常行われているいわゆる「定型保育」を安定して運営できる保育所の   

基盤があった上で、安定して実施できるものであり、保育の面でも両者の触れ合いが子ど   

もや親、保育園全体にもたらす効果も期待されます。  

②全私保連が提唱している「家庭的保育」を制度的に充実（連携保育所制度を充実させる   

ために保育ソーシャルワーカー等の設置と地域子育て支援活動への広がり）させ、拡大す   

る（※別添資料2）。  

③妊娠時から登録する「かかりつけ保育園」制度の普及促進（マイ保育園制度）による子育   

て相談、育児不安の相談などを実施し在宅の子育て家庭のフォロー体制を構築する。  

なお、午後10時以降の夜間保育や深夜保育などについては、子どもの処遇についての検  

討とともに、乳幼児を抱える家庭の働き方の見直しも含め、新たな施策の考案が求められ  

ます。  
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（別添資料1）  

イメージ図【トライアングル】  

医亘二重k   ト医垂二司   



（別添資料2）   

※下記は（社）全国私立保育園連盟として全国の保育園に向けて呼びかけている提案事項です。  

◇ホーム保育（＝家庭的保育）とマイ保育園（＝かかりつけ保育園）制度について   

【課題意識】（考え方）   

待機児童が集中している地域などにおいて、認可保育園の拡大が困難な状況の場合、家庭等の  

スペースを活用して、ニーズに対し柔軟に対応していく仕組みを構築する。この場合、一定の質  

を確保するため、認可保育園との連携を図った制度とし、市町村事業とに連携を密にしながら、  

乳児家庭全戸訪問事業のフォローアップのためにも、保育園が個々の家庭と連絡できるようにし、  

家庭支援の核となっていく。   

【具体的提案】  

1）「ホーム保育」（家庭的保育）   

○中心になる認可保育園と連携することを基本とし、3歳未満児の保育の受け皿として近隣家   
庭や、地域の公民館などの空きスペースを開放し、（仮）「ホー与保育」として拡大を図る。   

○中心保育園には「ホーム保育」をバックアップするため「保育コーディネーター」を配置  
し、中心園との園児の交流や保育実施に伴う保育者の研修、保育相談等を行う。  

○認可の要件   

・対象  3歳未満児  3～6名   
・保育室 （家庭などの空きスペースを活かして、最低基準に照らして、広さに応じて受け入  

れ定数の拡大は可能とする。ただし6人まで）   

・保育体制 保育士または看護師の有資格者 職員定数は年齢別最低基準定数の配置（最低2名）   

・調理体制 中心保育園からの支援体制をとる。   

・行事等  中心保育園の行事等可能な活動に参加する。   
・職員研修、休暇等の体制 中心園から支援体制などにより研修や休暇などを実施する。  

＊なお資格要件については、将来ファミリーサポートセンター、在宅支援サークル活動など  
の子育て支援者養成と同様に、独自資格を検討していくことも考えられる。   

2）マイ保育園（かかりつけ保育園）   

認可保育園が蓄積してきた保育に関する技術と能力を、地域の在宅子育て家庭に生かす。   
○妊娠から幼児までの子どもを、最寄りの保育園に登録する  

登録園の役割 ・妊娠から誕生、幼児までの育児不安や離乳食などの相談  
・「保育コーディネーター」を中心に在宅の親子の支援活動  

（親子ひろば開設、育児講座の開催、親子サークル支援など）  

3）実施主体：市町村  

4）補助対象・補助内容  

・「ホーム保育」「かかりつけ保育園」を採用する中心保育園に対して  

保育コーディネーター1名配置   

t「ホーム保育」の園児には年齢別保育単価／保育料が適用される。（要検討）  
・スペース料 等  

5）事業の展開、その他  

①既存の市町村が行っている同種の事業について、整合を図るとともに、本制度に活用していく。  
②全国私立保育園連盟の子育てルネッサンス運動の一環として主唱し、地方組織や会員園が地   

域に対して公募し、呼びかける。  
例：ポスター貼付 「ホーム保育を開設しませんか」「赤ちやんが誕生したら、登録してくだ  

さい『かかりつけ保育園』」  

※全私保連保育通信平成20年5月号掲載資料  

．薫   



検討すべきポイントについて  

平成20年11月13日  

全私保連菅原良次   

これまでの保育事業者検討会を受けて、当面検討することが必要であると考えるポイントにつ  

いて下記に整理します。  

1．基本の問題点について  

・保育事業は、児童福祉法における「保育施設」であること。（なお、保育は教育概念を含み、  

幼児期の教育は教育基本法に位置づけられている）  

・保育所は公共性、公益性の特性と性格を強く持っていること。  

・企業の参入が拡大された場合、これらの規定と特性をどのように企業に担保させるか。   

2．待機児童の早期解消と政策的「量的拡大」への対応  

（1）児童福祉法第24条の但し書きを改正する。→ 国及び地方自治体の政策を、認可施設を  

増す政策に変えられる。  

（2）認可保育所を基本的とし「増設・分園」を進めるための予算の確保、土地の確保、融資の  

拡大等。家庭的保育事業の拡大・充実。  

（3）認可外施設への制度的対策の必要性  

①基準を満たした施設の認可施設への移行促進  

②認可施設への移行と質の向上を条件とした補助金（運営費と施設整備費）  

制度的には、「補助金」として制度化する。  

③基準を満たしていない認可外については質の向上を促進させる。  

④監査等も基本条件として整備する。  

（4）認証保育所  

①基準を満たしている施設は認可施設への移行を条件に補助金（運営費・施設整備費）  

②基準を満たしていない施設への公的補助は行わない  

（5）基準を満たしているが、認可施設への移行を考えていない施設に対しては公的補助の対象から除外   

3．非定型保育への対応   

週2日、3日、半日等パート就労者のニーズに対して  

①現在の一時保育の保育事業を拡充・充実させる  

②全私保連提案のマイ保育園等の制度（しくみ）の実施と充実  

③自治体等の考えで、普通保育（定型保育）等との併用、利用についても柔軟に考える   

4．子育て支援の早急な充実、対応  

①前記の家庭的保育・マイ保育園制度の拡充  

②地域子育て拠点事業のセンター型の拡充  

③相談事業の拡充  

④休日、夜間、病児等の保育ニーズへの対応  

上述した非定型保育や子育て支援への充実、対応と併せて、これまでの休日保育や病児  
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保育のさらなる拡充を進める。なお、午後10時以降の夜間保育や深夜保育などについては、  

子どもの処遇についての検討とともに、乳幼児を抱える家庭の働き方の見直しとも一体的  

に考えた、新たな施策の考案が求められる。   

6．要保育要件と認定と受給権について（「保育に欠ける」と関連する問題として）   

すべての子どもと家庭支援を基本とする政策に対応し、現在の「保育に欠ける」規定の見直し  

をする必要が生じてきていることとの関係で、以下のことを検討する。  

（1）これまでより広く要保育認定の基準を定める   

①要保育の中に「正規職、短時間労働、パート、夜間労働」等に加え「子ども本人の障害、  

経済的要因、家庭の状況等も加える。   

②専業主婦家庭については、要保育ではなく「子育て支援」の方の範暗に入れる。  

なお、非定型保育も利用可能にする。  

③要保育の認定基準は公が決定する。  

（2）要保育認定は行政が行うものであり、そのことによって受給権が成立する。  

行政に受給（権）認定を受けた利用者が「これまで通り行政に入所申請するのか、それとも  

保育所に入園申請するのか」  

（3）仮に、利用者が選択した保育所に受給権をもとに入所申請し、保育所が入所決定する場合  

でも、利用料は応能負担とする。それ故、行政が決定し行政に納入する必要がある。  

上記の（2）と（3）に関わらず、トライアングルの利用者と事業者（保育所）との関係  

では「なんらかの契約」を交わすことになるものと考える。  

（4）児童福祉法第24条と受給権の問題と認可施設・認可外施設の関連について  

上述した認可制度を中心とした考え方による「現行第24条の但し書きの改正」と上記の受   

給権を認めることにより、認可外施設と認証保育所の拡大を制限することに繋がると思われる。  

（5）公的価格の決定は行政が定める。  

（6）運営費の補助は行政から保育所に行われる。利用者への直接補助は行わない。   

7．剰余金等の取り扱いについて  

（D社会福祉法人について・・・原価償却制度   

②企業の問題について…・原価償却制度  

：但し配当については、制限をすること。企業会計の導入は、要検討。  

施設整備費の補助を行う考え方には反対。   

8．保育の質の向上のための研修制度の明確な位置づけについて  

（1）保育の質を上げるための基本として、保育士の専門性の継続的な向上を担保する「研修の  

制度化」が必要であること。そのための保育士のための「研修権」を省令、政令等に定めよ  

り明確に位置づける。  

（2）児童福祉施設最低基準は、保育の質の維持、向上のためのナショナルミニマムとして最も  

重要であり、仮に「地域、自治体によって異なる基準に変える」等の方向には強く反対する。  
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「保育サービスの提供の新しい仕組み」  

に対する全保協の考え方  
（これまでの議論について）   



1．保育サービスの必要性の判断基準  【「保育に欠ける」要件の見直しへの全保協の見解（2008・6・9）】  

（「保育に欠ける」要件の見直し  
①「すべての子どもと保護者」を対象にしていくことが必要。  

②児童福祉のセーフティネットとしての保育と優先順位の堅持  

（国としての原則的な条件設定）  

③子どもと保護者の状況と課題を総合的に判断する全国的な基準を  

定めるべきである。  

④行政の適切な関与（申請窓口、入所判定）が不可欠（地域の特性と運用  

の確保）   

2．契約などの利用方式のあり方  （1）規制改革等の直接契約等、市場化には反対する。市場主義では子ども  

／サービス選択・利用方法  
は育てられない。  

／サービスの価格の設定  
（2）現行制度のもと、新待機児童ゼロ作戦の目標（重点3か年計20→26％）  

を優先すべきである。  
／給付方法  そのためには保育所の基盤整備が喫緊の課題である。   
／利用者負担の徴収方法   （3）その間、行政、保育所、保護者の3者の関係における、保育の利用に関  

する確認事項（利用方式）を検討する。  

（4）現行の価格設定、給付方法、費用徴収の仕組みは変えない（行政関与  

を維持する）。   

3．市町村等の適切な関与の仕組み（保  （1）子どもと保護者の状況と課題を総合的に判断する基準と仕組み、保育を  
必要としている子どもと保護者の利用を保障するためには、市町村の適切な  

育の必要度が高い子どもの利用確保  関与（申請窓口、入所判定）は必須条件   
等）   （2）行政の相談窓口、情報提供機能の確保は不可欠  

（3）保護者と子どものニーズが相反する場合の適切な判断が必要   

4．保育サービスの質の確保（質の高い  （1）保育制度を基盤とするサービスの新たな仕組みの前提として、質が担保  

サービスによる子どもの最善の利益  
されること、子どもの最善の利益の保障ははずせない。  

の立  
（2）具体的には配置基準（保育の単位の小規模化、子どもに関わる保育士の  
増）の改善が必要  

（3）保育士等の労働条件の改善、ワークライフバランスの確保  

（4）保育実践における専門性を高める研修、人材育成の拡充策  
（5）アウトカム評価が困難であるという特性から、客観的な保育実践の検証シ  
ステムが必要である。  

1  



「利用方式のあり方を中心とする保育サービスの  

提供の仕組み」の検討課題  

○国および地方公共団体は、保護者とともに児童を心身ともに健や  
かに育成する責任がある、と児童福祉法に定められている。  

○市町村には、地域における子どもの育ちを保障するために、保育  
の実施と基盤整備の責任がある。  

○例外規定による認証保育所等には保育の質や事業の継続性に課  

題がある。あくまでも緊急避難的なものであって、それが常態化する  
ような免責条項ではないことを国の責任において徹底すべきである。  

①現行の市町村の保育実施義務の例外規定  

の課題、サービス・給付の保障の仕組み  

○保育を必要としている（現行の「保育に欠ける」）子どもと保護者が  

排除されない仕組みと行政関与（申請窓口、入所判定）を確保するこ  
とが不可欠。  

②必要性が高い子どもの利用確保のための仕  

組み（事業者による選別が起こらない仕組み）  

○規制改革会議「中間取りまとめ」における、「逆に利用者を選択す  
る形となり、障害児や低所得世帯の児童の受入れを拒否するのでは  
ないかといった懸念を回避するにはセーフティネットとして公立保育  

所の位置づけを明確化し、障害児保育に実施や低所得層の優先入  
所等、受入体制の整備・強化を進める」ということは、逆に利用者を  
固定化・差別化することであり、保育利用の公平性を損ねる。  
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○保育の実施責任は市町村にある。市町村行動計画や財政負担を  
含め、住民の保育の必要、要請に応えることである。  

○現在、指摘されている課題は、待機児童対策のための量の確保  

における財政負担が抑制されていることによるものであって、現行の  

仕組みの問題ではない。  

○むしろ一体的に行われていることにより、真に「保育を必要として  

いる」子どもの保育を優先的にする等、配慮ある対応が可能になって  
いる。  

○すべての子どもを対象にサービスの必要性・必要量の判定と保育  

所、子育て支援サービス等への受け入れ、保育・子育て支援の提供  

を行うのであれば、相当の財源確保と体制整備が不可欠である。  

③サービスの必要性・必要量の判定と受入れ保  

育所の決定が一体的に実施されている現行の  

仕組みの課題  

④サービス提供基盤の責任の明確化  ○保育の実施責任、サービス提供基盤の責任は市町村にある。  

○ただしサービス提供基盤の責任は市町村にあるとはいえ、市町村  

の財政に格差がある現状を考えると、特に待機児童が多い地域の  

基盤整備を市町村任せにすると、基盤整備が進まないという結果に  

なる。国において、補助率の改善等を含めた相当の財源確保と体制  

整備が不可欠である。   



○国の最低基準は堅持するべきである。  

○保育の質を確保するためには、認可基準、児童福祉施設最低基準  

により最低限の保育の質は規定することが肝要。また、実際には子ど  

もの育ちを保障する環境を整備向上させるために、昭和23年以降大き  

な改正が行われていない児童福祉施設最低基準について、科学的根  

拠を立証し、改善する必要性がある。  

○認可外保育所については、格差が大きいが、より認可を受けられる  

ようインセンティブが働く仕組み、および予算の投入が必要ではないか。  

認可を受けていない認可外保育所に公費を投入することは実質的は  

認可基準の切り下げにつながるため、避けるべきである。  

○保育士資格を有する保育者の確保・配置が必要不可欠であり、准保  

育士等の導入には反対する。  

⑤認可基準など一定の基準によるサービス  

の賞の確保の仕組みの必要性  

○保育の質の向上や、ニーズに即したサービスを提供していくために  

は、現行の保育所の運営費・配置基準・最低基準、保育士等の労働条  
件の改善が行われないと、実現が不可能。  

○第三者評価、自己評価と保育の計画（保育課程、個別計画）等を有  

効に活用した保育の実践の質をあげるべきである。  

○サービスの質の向上等の改善は当事者間の関係性、利用方式の見  

直しではなく、法人、施設経営にかかる財源等の有効活用（質の向上  

への投資等）に関して改善を行うことが必要である。  

⑥保育所と利用者の当事者間でサービスの  

向上等に取り組むことを促す仕組み  
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○保護者の負担：増  

認可保育所1か所だけへの申し込みで済むことは少なく、保育所（認  
可外保育所も含め）の情報収集、複数の保育所への入所申し込みが  
必要となる。情報を取れる保護者は良いが、そうでないと保育の利用  
に支障がおきる。  

○認可保育所の負担：増  

定員を超える応募があった場合の選考の手続きと判断を行う必要が  

生じ、事務作業も増大する。  

○保護者のニーズは多様であり、かつ保育所へのアクセスがスム→ズ  
にできない等、重い課題のある保護者もあり、行政での受けとめは必  
要。  

（∋利用者の手続き負担や保育所の事務負担  

に対する配慮  

○保護者の所得に応じて、子どもの受けられる保育サービスに格差が  
生じる直接契約は、望ましくない。  

○保護者のニーズが先行されると、子どもの育ちにとって、不要なサー  

ビス（不必要な長時間保育等）も懸念される。  

○低所得者層、母子家庭・父子家庭への配慮は、現行どおり不可欠。  
○現行の保育料の算定根拠は、前年度の住民税による。住民税を納  
めていないと、保育料の負担なしと判定されるケースもある。一方で、  
当該年度で所得が激減する場合もあり、働き方も多様化している現在、  
保育料の算定の方法の見直しが必要。  

○また、利用者負担が他の社会保障制度と比べて高いことにより、保  
育を必要としている家庭のニーズを潜在化させている状況がある。保  
護者の多くが、経済的基盤の弱い世代であることを考えると、利用者  
負担率（4割）についても軽減が必要である。   

⑧所手引こかかわりなく一定の質の保育サービ  

スを保障するための公定価格の必要性  



○保育料の未納・督促を保育所で取り組むことになると、事務体制が  
必要（一法人一施設の保育所が6割）。現行、行政でやりきれているも  
のを移行する必要がない。  

○保育料の未納、滞納が生じると予測され、事業者だけで対応できる  
と思えず、最終的に子どもの保育に支障が出ることも懸念される。  

○保護者に直接、給付する補助方式（手当等）は、給付量（金）の算定、  
給付対価としてのサービス提供のあり方等が現実的には難しく、保護  
者によっては保育を必要としているのに保育サービスを利用しないと  

いった事態も生じる懸念があり、反対である。  

⑨給付費の支払い方法  

⑱利用者負担の徴収方法  

○地域格差がある現状の中、待機児童の多い都市部、子どもの数が  
減少している地方部の状況に合う多様な機能、小規模な保育（所）制  
度の仕組みを作るべき。  

○虐待ケース等、社会的養護の必要な子どもの利用の適切な判断の  
もとに、行える仕組みを構築するべき。（児童相談所などとの連携強化）  

○新たな保育サービスの提供の仕組みを作るための前提は、子どもの  
発達を保障することであり、そのためには保育の質の維持・向上が必  
要である。現行の認可保育所制度についても、子どもの発達を保障す  
る観点での改善が必要不可欠。  
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保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」要件の見直し）  

○女性の就業状況の多様化により、「昼間就労」という要件が現状に  
あっていないと指摘されている。夜間や休日就労のニーズは、子ども  
が少人数であってもより厚い提供体制（安心、安全の確保された）が  
必要で、制度の見直しが必要である。  

○基本的には「すべての子どもと保護者」を対象に保育ニーズに応え  

ていくことが必要だが、需給バランスがとれていない地域にあっては、  

現行のようにより保育の必要度が高い子どもと保護者の保育ニーズ  

への保障が不可欠（就労量等、一定の基準による保育の必要度をは  
かる仕組みが必要）。  

○求職中であっても保育を利用できるよう明確にし、あわせて保育を  
利用できるだけの需給バランスをとることが必要。  

○利用する曜日や時間等をフレックスにする一時預かりの利用の仕  

組みを拡充するためには、保育士等の体制整備、環境整備が必要不  
可欠であり、補助金ではなく運営費として積算するべきである。  

（D女性の労働市場参加の進展、働き方  
の多様化等、近年の諸課題への対応  

・就労時間帯を問わない保障の方向  

性  

・就労量に応じた保障の方向性  

・求職中の取扱い  ！  

O「すべての子どもと保護者」を対象に考えると、保育の必要度を、  
子どもと保護者の状況と課題、その後の変化に応じて総合的に判断  
する仕組みが必要不可欠。  

○その仕組みにおいては、とくに母子家庭・父子家庭等含む「保育に  
欠ける」子どもが優先的に利用できる仕組みをはかるべきである  

○また、判定に不服がある場合の申し立てのシステムをつくるべきで  
ある。  

②利用者の必要量に応じたサービス量  

の認定の仕組みの必要性・保障すべき  

上限量  
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③同居親族要件のあり方   ○すべての子どもと保護者を対象にサービス提供を考えると、同居親  
族がいるからと言って、必ずしも良好な育成環境が担保されていると  
は言えない。現行の「同居親族」要件（養育の協力の適否と可否等）を  

より個別的な事由をもって判断する必要がある。   

④専業主婦を含めたすべての子育て家  

庭への支援の必要性と内容   
もの育ちの保障から必要である。ただしその前提として、保育の需給  

バランスをとるよう、質の担保された量の拡充を図ることが必要。  

○またそのためには、保育所や子育て支援サービスの受け入れ態勢  

を整備することが必要。現行のように保育所の自己努力に課せられて  

いるのではなく、拠点づくりと子育て支援担当の専門職員等の配置が  
求められる。   

⑤国による最低限保障される範囲の明  ○地域の供給基盤は、行政、保育所、利用者、地域関係者を含めた  
次世代育成支援行動計画のなかに位置付けるべきである。次世代育  

確化と、その上での地域の実情に応じ  成支援行動計画を実効あるものにするためには、財源確保が必要で  
た対応を可能とする仕組み  ある。   

・地域の供給基盤に応じて判断基準を  ○母子家庭・父子家庭等含む「保育に欠ける」子どもが優先的に利用  

決められる現行の仕組みの課題  
できる仕組みは必要不可欠。  

○虐待等、社会的養護が必要な子どもについては、適切な判断と調   

・母子家庭・父子家庭・虐待ケースなど   整を行うこと。社会的養護の必要な子どもの保育にあたっては、保育   

特に必要性の高い子どもの利用保障   所に任せて終わることのないよう、児童相談所や要保護児童地域対  

策協議会等、支援体制を整備するとともに、子どもや保護者により支  

援を行うための人員配置等、環境整備が必要である。  
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多様な提供主体の参入について  

○自治体の基盤整備への抑制には、財政負担の限界が表れている。  
行政の裁量は財政負担の限界によって抑制されている。  

○施設整備のハード交付金の仕組みでは、公立保育所は一般財源  
化で市町村が100％負担となる。また、私立保育所においても市町村  
1／4法人1／4の負担が必要である。  

○現実としては、地方自治体の財政が厳しく、国が財源を確保しても  
市町村では保育所を増改築することが難しい状況にある。国の財政  
投入により、補助率を変えることによって、地方自治体、法人の負担  
を軽減できなければ、保育所整備は進まない。  

①保育所認可に裁量性が認められ、基  

盤整備に抑制的に働くことの課題  

○認可外保育所については格差が大きく一概にすべての認可外保育  
所について述べられない。ただし、実質、認可外保育施設調査で認可  

外保育所の7割が改善指導を必要と指摘されていることを、現状とし  

て捉えることが必要である。  

○国においては認可外保育所がより認可を受けられるようなインセン  

ティブが働く仕組みを作ることが有効  

○認可外保育所を給付対象とするにあたっては、質の確保を図るた  
め、認可を受けることが前提である。  

②必要な客観基準を満たしたサービス  

を給付対象とすることについて  
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○子どもの数が減少している地域こそ、子どもの集団としての育ちを  
保障するために、保育や子育て支援ニーズを受けられる権利（アクセ  
ス）を保障することが大切。  

○保育は地域と生活に密着しているという特性をもつ。その観点から  
も広域から子どもを集約する（移動させる）ことはリスクを伴うものであ  

り、地域の生活圏で保育を受けられる権利を保障する必要がある。  

③地域の保育機能維持のための視点  

○現行では、憲法第89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織  
若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属し  
ない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその  
利用に供してはならない」と規定されていることにより、公に属さない  
事業に対しては補助金は支弁されない。  

○また、児童福祉法第56条により、社会福祉法人、日本赤十字社ま  
たは民法第34条の規定により設立された法人に、都道府県、市町村  
は補助を支弁することができるとされている。このことはその法人等の  
性格により国の補助の可否が規定されていることであり、公的でない  
企業等に施設整備費が支弁されない根拠となっており、妥当である。  

○施設整備費負担金等の交付に当っては、交付要綱に掲げる条件が  
付されており、厚生労働大臣の承認を得ずに譲渡、交換、貸付、担保  
に供してはいけないことになっており、財産処分もできない。  

○また、社会福祉法人は自己負担が1／4あるにも関わらず、解散する  
際には、同一事業者に寄付する以外は、全額、国に返還することが義  
務付けられている。一方、株式会社は株主に還元することになり、成  
り立ちそのものが異なる。よって企業等に施設整備費を支弁すること  
を認めることはできない。  

④株式会社・NPO法人等に対する初期  
投資費用（施設整備重用）に係る課題  

11  
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○法人施設の使途範囲制限を緩和し、保育所の整備等、積極的に活  
用範囲を拡げるべきである。  
○会計基準については、一法人一施設である保育所が6割であるとい  
う実状を考慮し、社会福祉法人会計基準を維持すべきである。  

○運営費の7割は人件費である。運営費等改善により、保育士の労働  
条件等を改善する必要がある。  

⑤運営費の使途範囲制限、会計基準  
の適用による課題  

○子どもの育ちを守る、という視点に立つと「質」の確保された量の整  

備と事業の継続性をはかることが必要。  

○最低基準等を遵守した認可保育所を拡充することで、子どもの育ち  

を保障するべき。  

○多様な提供主体の参入を図る際には、最低基準を守ることを前提に、  

「認可」を受けた施設での拡充を図るべきである。  

○また認可外においても子どもの育ちを守るためには、市町村の指導  

監督を徹底させ、認可基準に近づくよう指導させるべきである。  

○評価項目の見直しを行うとともに、第三者評価等保育内容の検証を 

はかるシステムの確立が必要である。  

⑥多様な提供主体の参入や量の抜本  

的拡充に際しての「質」の担保・指導監  

督  
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保育サービスの質  
○他者の子どもを育てるという責任と役割にこそ、保育士資格と保育の質  
の意義がある。つまり、「倫理観に裏付けられた専門的知識、技術、判断を  
もって子どもを保育する」のであって、研修等の拡充をはかるための環境整  
備が必要である。  

○子どもの育ちを支え、保育サービスの質を確保するためには、最低基準  
等を遵守し、子ども一人ひとりの発達に応じ、客観的な保育の質が担保さ  
れた認可保育所を提供主体の基本とするべきである。  

○最低基準の遵守義務のない認可外保育所に、公費を投入することは、実  
質的に最低基準の切り下げを意味するため、妥当ではない。認可外保育所  
が認可を取れるようインセンティブが働く仕組みを作り、認可化を促進する  
ことを前提にするべき。  

○現行の国の最低基準はあくまでも「最低」であり、昭和23年に制定されて  
から大きな改正は行われていない。現実の子どもや家庭のおかれている状  
況へ対応し、子ども一人ひとりのニーズに応えた保育を提供するためには、  
現行の国の最低基準（人的配置・環境等）の改善と向上が必要である。  

①保育サービスの質のための前提  

○児童福祉施設最低基準が制定された昭和23年は、敗戦直後の救貧施  
策として基準が決められている。当時の厚生省児童局企画課長の証言に  
おいても、「…一応先進国のそれに近づき、その基礎の上に立って児童福  
祉施設の最低基準もー年一年、高いところに高められ、やがては欧米のそ  
れに「追いつき」それを「追いこす」ことを理想としてはもたなければならない  

だろう」とされている。  

○現行の国の最低基準は、諸外国と比較しても低い水準にあり、社会情勢  
や家庭・子どもをとりまく状況が変化してきている中で、見直しをする必要が  
ある。  

○見直しに当たっては、子どもの育ちを保障するために必要な環境を整備  
していくことを前提に行うべきである。  

②保育内容や保育環境等についての  

科学的・実証的な調査・研究により継  

続的な検証を行っていく仕組みの構築  
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○国の児童福祉施設最低基準はあくまでも「最低」であり、各地方自治  
体やサービス提供者の独自性は、子どもの育ちにとってよりよいものと  
なるよう、そのうえに積み上げるものである。  

③最低限の保育の質を保障しつつ、  
地方公共団体やサービス提供者に創  

意工夫等が発揮しやすい最低基準の  

あり方  

○一人ひとりの子どもの発達・育ちにあわせた保育を提供するためには、  
他者の子どもを育てる責任と役割を担っている保育士の専門性が必要  

不可欠であり、現在、保育所に課せられている役割と責任を果たすため  
には、職員配置基準の改善が必要である。  

O「全国の保育所実態調査」で明らかになったように、保育現場には配  
慮が必要な子どもや関わりの必要な保護者が増えている。また、障害児  
支援のあり方で検討されたように保育所には障害のある子どもの保育  

が求められているが、配慮の必要な子どもや障害のある子どもの保育  
には、現在の配置基準では対応しきれないのが現実であり、条件整備  
が必要。  

○配慮の必要な子どもと保護者への対応を保育所では現実として図っ  

てきてはいる。保育所保育指針で規定されているように子ども一人ひと  
りの育ちにあわせ、多様な子どもや保護者のニーズにきちんと応えるた  
めには、専門性をもった職員の配置等が必要である。  

④保育所職員の配置基準のあり方  
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○保育の質を担保・向上するうえで保育士の資質向上、研修は必要不  
可欠である。そのために保育士が研修が受けられるような人員配置・環  
境整備が必要である。  

○保育士の養成課程の見直しが必要である。現実として2年制卒の保  
育士は臨床経験が不十分であり、2～3年間は現場が求める役割を十  
分に果たすことが困難である。そのため、初級、中堅、上級の研修が受  
けられる体制整備が必要である。  

○現行の養成課程に加えて、4年制の保育士の養成課程の検証が必  
要である。そのためには、あわせて保育士の給与体系等の見直しも必  
要である。  

○障害児、病児病後児等、より専門技術・知識をえるための研修を導入  
すべきである。  

○保育士の実践をスーパーバイズ、マネジメントする主任（管理）保育士  
を制度化するべきである。  

⑤保育士の養成・研修のあり方  

○公立保育所では一般財源化の影響で、正規保育士の削減が進み、  
現場において非正規保育士■非常勤保育士が増加しており、その影響  
が民間保育所にも及んでいる。  

○さらに労働条件も実質上、悪化しており、継続的な就労が難しいのが  
現状である。専門性のある保育士が継続的に就労することが可能なよう  
な労働条件、環境整備が必要である。  
○保育士のワークライフバランスをはかること、男性であれ女性であれ  
保育士が一生涯働き続けられるような条件整備が必要である。  

⑥保育士の労働条件の整備・改善  
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保育サービスの質（2）  

○認可外保育所が認可を取らない理由・取れない理由を明確にするべき  

である。  

○その上で最低基準を満たす保育所については、認可をとるように働き  
かけを行うことが求められる。  

○質の向上に向けては、環境整備を行うとともに、保育者の研修・人材  
育成が必要不可欠。全国保育協議会や都道府県保育組織の一部では、  
会員外でも研修に参加できるようにしており、認可外保育所の保育者で  
も参加ができる。このような機会を活用し、認可外保育所の保育者でも研  
修・人材養成をはかるようなインセンティブをつけるべきである。  

○質を改善していくためには、市町村の適切な関与・指導も必要である。  

（D認可外保育施設の認可基準到達に  

向けた質の向上の支援強化  

○認可保育所に入所できないから、認可外保育所への支援を求める意  
見もあるが、このことは本末転倒であり、国・自治体の責任の回避である。  
すべての子どもが必要な保育サービス、質の確保されたサービスを利用  
できるよう整備していくことが必要である。  

○そのためには特に待機児童の多い地域への集中的な財政投入、補助  
率の見直し等により、質の担保された認可保育所を整備していくよう努め  
るべきである。  

②待機児童が解消できていない中での、  

認可保育所の入所の可否による質の  

保障・公費投入の公平性の課題  
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○夜間に子どもを保育するためには、昼間の保育よりも、より個別的  

なケアを必要とするため、手厚い人的配置、環境整備が必要である。  

保育所における拡充を図るのであれば、対応できる条件整備をはか  

るべきである。  

③認可保育所で対応しづらい夜間保育  

など多様なニーズヘ対応するサービス  

としての位置付け・質の確保  

○待機児童が多い都市部であっても、国の面積基準、保育士資格を  

有する保育者の配置は、変えるべきではない。都市部で必要な面積  

確保や保育士の確保が難しいという論理は、財政優先の論理であっ  

て、保育の質を低下させる要因になる。子どもの育ちにとって必要な  

基準は、地域によって異なるべきではない。現行の最低基準の引き下  

げは許されない。  

④待機児童の多い都市部に着目した面  

積基準t保育士資格要件の緩和の問題  
点  
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⑤定員要件のあり方（小規模なサービス  

形態）  

○子どもの育ちを保障するためには、地域によっては、また夜間・休  

日等のニーズヘの対応にとっては、多様な機能をもった小規模な保  

育所のあり方が望まれる。  

⑥保育士資格要件の必要性  ○保育の質を担保する専門性において、保育士資格は欠かせない。  

准保育士等の導入には明確に反対する。  

○他者の子どもを責任を持って育む、専門職としての保育士だからこ  

そ、子どもの最善の利益が保障される保育をはかれるのである。子ど  

もを育てたことがあることと、他者の子どもを育てることの責任と行動  

は異なることであり、そこにこそ保育士としての専門性がある。  
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⑦認可外保育施設の保育従事者につ  ○認可外保育所であろうと、子どもの保育に従事する職員は保育士  

資格保有者を前提とするべきである。保育（養護と教育の一体的提  
いての業務に従事しながらの資格取得  
を含めた質の向上  

⑧認可化移行やサービス量拡充を進め  

保育サービス、質の確保された子育てサービスを利用できるよう整備  
たとしてもなお、給付対象サービスのみ  
では、需要を満たしえない地域の取扱  
い   
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保育サービス提供の新しい仕組みに対する意見  

平成20年11月17日  

社会福祉法人日本保育協会   

社会保障審議会少子化対策特別部会では、本年5月に取りまとめられた  

「基本的な考え方」の具体化に向けて審議が行われておりますが、これま  

での少子化対策特別部会及び保育事業者検討会の審議を踏まえ、日本保育  

協会の意見は次のとおりです。   

1．始めに   

少子化対策の基本理念は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会  
を担う子どもを安心して授かり、育てることができる環境を整備すること  

であります。先進諸国の取組状況からも保育を提供することが少子化対策  

として効果的であることが実証されており、わが国においても少子化社会  

対策基本法において国及び地方公共団体の基本的施策の中核として多様  

な需要に対応した良質な保育が提供される体制の整備を定めています。こ  

れを実現させるためには、量と質を確保する必要があり、大幅な財源投入  

が前提であります。   

現在、保育所の待機児童の解消が国及び地方公共団体の重要な政策課題  

とされながら都市部においては、一向に待機が解消されていない中で、更  

に新待機児童ゼロ作戦が重要な政策課題とされています。   

この政策目標を達成するために何よりも優先して行うべきことは、国及  

び地方公共団体がその責任の下に、思い切った財源を投入し生活圏域内に  

おいて利用できる保育所を整備し、地域において安心して子育てができる  

環境を整えることであります。   

その際、待機児童や多様な保育需要の問題は、「制度の問題」ではなく  

「量の問題」であるはずです。それらの問題に対し現実的対応をするにし  

ても「子どもの福祉」と「利用者の立場」を包含した保育制度であるべき  

です。   
今回の保育制度の新しい仕組みの検討に当たっては、「子どもの福祉」  

への配慮を前提に、「利用者の立場」に立って、結論を出す必要がありま  

す。福祉である以上、「保育に欠ける」子どもを「最低基準」と「使途制  

限」でその保育の質を護り、公の責任を明確にした制度で利用者に安心感  

を与えてきた現行の保育制度を高く評価するものであります。   

以上のことを理念として以下の問題に対し意見を述べさせてもらいま  

す。   



2．保育所整備について  
（1）待機児童の解消策等都市部における対応  

待機児童の解消が課題であり、そのためには、公共用地や公共施設   
の無償貸与などにより認可保育所の整備や分国制度を見直して設置   

促進を図ることなどの待機児童の解消策を積極的に推進すべきです。  
また、待機児童の殆どは3歳未満児であるので、定員規模に係る認   

可基準の緩和等の措置も有効と考えます。  
更に、待機児童の解消のためには、市町村の強力な指導の下に認可   

外保育施設の認可化を促進すべきです。   

（2）統廃合や適正配置等地方の問題への対応  

地方では少子化の影響や市町村の財政悪化等により公立保育所の民   

営化や統廃合が進められていますが、保育所は生活圏で提供されるこ   
とが基本の施設です。今後の子ども数の減少等を見据えて生活圏域内   
に適正に保育所が整備される必要があります。  

そのためには地域の保育環境や集団保育の良さの維持のため小規模   

の保育所の認可とともに安定的に運営を継続することができる費用の   

投入が必要です。  

3．保育要件の必要性の判断基準（保育に欠ける要件の見直し）  
（1）保障されるべき範囲  

保育の対象とすべき量的範囲は、新保育所保育指針に基づく保育を   
行う児童とし、保育の計画を定め、保育の方針・目標や発達過程を踏   
まえた指導計画に基づく保育を行うべきと考えます。  

また、現行制度では、「昼間労働することを常態とすること」とし   
ていますが、多様な保育ニーズに対応するという課題があるとしても、   
健やかな子どもの成長発達を考えたときには、現在の昼間の保育を基   
本原則とすべきと考えます。  
保育に欠ける理由の見直しについては、現在、行政通知により対象   

としている理由の他、集団保育を必要とする障害児についても理由の   
一つに加えることが適当と考えますが、入所に当たっては既定の理由   
による保育に欠ける児童を優先すべきと考えます。  

なお、判定は市町村が責任をもって実施すべきです。   

（2）判断基準の基本的枠組み  

保育の判定を権利として独立させるという議論があるが、保育につ   



いては、選択者である保護者と利用者である児童が異なる点や利用者  

以外の外部の要因により判定が左右される点において、高齢者や障害  

者と条件が異なることから現行制度を維持すべきです。   

地域の実情に応じた対応を可能とする仕組みについては、最低限保  

障されるべき範囲を国が定めた上で、その範囲を超える対応について  

は、地域の実情に応じた対応を可能にすべきです。   

また、保育の必要度の高い子どもの入所を保障するため、一人親家  

庭、虐待ケースなど、特に保障の必要性の高い子どもを制度上明記し  

入所の優先度を制度上も明確にすべきと考えます。  

4．利用方式のあり方を中心とする保育の提供の仕組み  

（1）利用方式の基本的考え方  

新制度体系においては、普遍性、包括性・体系性が求められ、保育   
や一時預かり等の子育て支援サービスを包括的に捉えた上で体系的  

に整理することが求められており、更に、量及び内容を大幅に拡充し、  

必要なサービス提供が受けられるようにする必要があります。  

新体系の仕組みの構築に当たっては、基本的事業としての保育（保   

育に欠ける児童に対する新保育所保育指針に基づく保育）と、その他   
の一時預かり等の子育て支援サービス（働き方等必要に応じて区分内   

を細分化）との別立ての制度体系とし、必要な保育やサービスの提供   

が受けられる仕組みが適当と考えます。  

その上で、基本的事業としての保育については認可保育所が実施す   
る事業に位置づけ、保育以外の子育て支援サービスについては認可保   

育所iこ限らず事業の拡充を図るべきと考えます。   

（2）市町村の保育の実施義務の例外規定  

保育の実施については、児童福祉法において、市町村の保育の実施  

義務を定めておりますが、保育の実施義務の例外措置として認可外保  
育施設への斡旋が認められております。利用者の不公平感を解消する  

ためには、この運用基準を見直し、市町村の実施義務を明確化し、単  
なる認可外保育施設への斡旋は保育の実施義務としては認めないこ  

ととする必要があると考えます。  

市町村からの補助もなく単に届け出だけの認可外保育施設につい  

ては、期間を限定して認可保育所への移行について指導を強化すると  

ともに、地域の実情に応じ多様な保育ニーズに対応しているものにつ  

いては市町村の適切な関与が必要と考えます。  
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（3）利用方式  

現在の利用方式は、市町村が関与した仕組みで保護者にとって公平   

感や安心感があり、更に需要が供給を上回った場合は、優先順位を踏   

まえて保護者の希望に基づき他の保育所への斡旋が行われるなど児   

童福祉に配慮された優れた仕組みです。従って、市町村の保育の実施   

責任として市町村と保育所・保護者の関係を引き続き残すべきです。  

ただし、改善点があるとするならば、現在の仕組みを前提として、   

更なる子どもの最善の利益が保障されるようにすべきと考えます。  

また、現在の保育料基準は、条例により市町村内は同一基準とされ   

ており、親の所得による保育格差等が生じない仕組みとなっています。   

保育料の基準を各保育所が独自に定める方式に改めることは、親の所   

得による保育格差が生じることになります。更に、最近、学校給食費   
や保育料の未納が問題となっていますが、保育所における現在の保育   

料の未納があった場合の徴収の仕組みは、子どもの登園を拒むのでは   

なく、児童福祉法の規定により地方税法における滞納処分の例により   

強制徴収ができる仕組みとなっており、この仕組みは子どもの福祉に   

配慮された優れた仕組みです。以上のようなことを考えると、今後と   

も市町村が保育料の基準を定め徴収する仕組みを維持すべきです。  

なお、保育料の徴収に当たっては、保育所が市町村と協力し事務の   

効率化や未納の防止などに努めることが必要です。  

5．多様な主体の参入など  

（1）事業者指定による認可外保育施設の事業の参入  

新たな制度体系の検討では、都市部の待機児童の解消等のため、事   

業者指定制度を導入し、認可保育所に加え質の確保された認可外保育   

施設を事業に参入させることが検討されております。  

しかし、今後の量的整備については、大都市の一部において待機児   

童の解消のため一時的な整備需要があるものの、今後は、児童数の減   

少により事業量の減少が予想されます。  

現在の民間保育所の殆どは、社会福祉事業を専門に行うための社会   

福祉法人が設置・運営主体であり、社会福祉法人は、公共性とともに   

事業の継続性と運営の安定性などが求められ、そのための規制の下に   

保育所の設置・運営が行われております。  

このような中で、事業者指定による認可外保育施設の保育事業への   

参入は、認可制度を形骸化させ、ひいては社会福祉法人が運営する保   

育所への影響も大きなものがあると考えます。多様な主体の参入に関   

しては、現に、株式会社の経営難により突然に保育施設を閉園し大き   



な混乱が生じている事例も十分考慮すべきです。  
従って、待機児童の解消が喫緊の課題であることに鑑み、一定の質   

を満たしている認可外保育施設の認可保育所への移行への指導を強   

化するとともに、認可外保育施設を事業者指定する場合は、全国一律   
の制度ではなく、待機児童が多数存在している特定市町村に地域を限   
定し、かつ、期間を限定した上で、最低基準を満たしている施設に対   
して特例措置として実施することもやむを得ないものと考えます。   

（2）保育所運営費の使途範囲  

多様な主体の参入を促進させるための株主配当などの無制限な使   

途範囲の拡大は、保育の質の低下や保育士等の処遇の低下を招く要因   
となります。このことは介護保険制度の例からも明らかであり大きな   
懸念を抱いております。また、社会福祉法人とのイコールフッテング   

の観点から、施設整備費補助に変えて建物の減価償却費を運営費に上   
乗せすべきとの議論がありますが、社会福祉法人は社会福祉事業を実   
施するための専門の法人であり、公共性、事業の継続性、運営の安定   
性等の観点から各種の規制が行われておりこれらの点も十分考慮し   

た結果、使途範囲の拡大に対しては反対です。  

6．保育の質の向上   

今後少子化が一層深刻化する中で、子ども一人ひとりを健やかに育成   
することが何よりも重要であり、保育所は、地域の子育て家庭の支援な   
どその役割はますます重要となっています。   
保育所の役割の深化に対応するためには、園長資格や保育士の上級資  

格の創設とともに専門職に相応しい給与等の処遇改善が必要です。現在  
の民間保育所の保育士等の給与水準や労働条件は極めて低い水準にあ   

り、優秀な人材確保のためにも処遇の改善が必要です。   

また、保育所は幼児教育を担っており、乳児保育、発達障害を含む障  
害児保育、保護者への相談支援、食育などに対応出来る高い専門性が求  
められており、保育の質の維持・向上のための研修の充実が必要です。   

教育分野では質の維持・向上を図るため、教員免許の更新などの取組  
が行われておりますが、保育の質の向上のために保育士の研修を充実さ  
せることが重要です。そのため、研修制度の体系化や一定期間の研修受  
講の義務化を検討すべきであり、併せて、研修を受講できる保育所の運  
営体制の確保を図る必要があります。  
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7．最低基準  

（1）職員配置基準について   

最低基準においては、保育時間は1日8時間が基準になっていますが、   

延長保育の需要の高まりとともに11時間の開所が延長保育事業の補助   

要件とされ最近の平均保育時間の実態は10時間を超える長時間保育に   

恒常化しています。また、わが国は週休2日制が定着しましたが、保育   
所の開所日は土曜日を含む週6日となっており、保育士の配置基準の改   

善はありません。更に、保育士の配置基準は、欧米先進諸国と比較して   

も極めて低い水準となっており、加えて新保育所保育指針に基づく保育   

の実施など保育の質の向上も求められております。   

保育所の役割の深化や社会状況の変化を踏まえて、保育士の配置基準  

の見直し及び看護師等の専門職員の配置が必要です。   

（2）設備基準について   

保育所最低基準は、ナショナルミニマムであり全国一律の最低基準を  

維持すべきであり、国が標準基準を定め地方公共団体が最低基準を定め   

る方式には反対です。  

8．働き方の見直し関係   

近年、乳児保育等の低年齢児に対する保育ニーズが増大し産休明け直   
後からの保育ニーズがありますが、産休明け直後の生後8週間からの乳   

児保育は、乳児の首が据わって居らず、保育中の事故はもとより登園中   

の事故或いは感染症に対する免疫性も弱く、集団保育を行う上で安全性   

や保健面に課題が多い。   

従って、産休制度を現在の産後8週間から12週間に延長するなどに   

より、乳児保育の開始時期を乳児の首が据わる生後12週以降の乳児を   

対象にすることが望ましいと考えます。  
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都市部における保育事業の運営に当たって  

平成20年11月17日  

抹式会社ベネッセスタイルケア  

佐久間 貴子   

都市部において保育を担う事業者として、保育を必要とする子ども・家族の「よく  

生きる」を応援するために、また、都市部に多数存在する待機児童の解消に向けて、  

量的な側面でも質的な側面でも保育サービスを向上し、少子高齢社会の課題解決に少  

しでも貢献していきたいと考えております。  

■ 都市部における運営費籠の増額について 【再掲】   

現在、都市部における保育事業の運営は、地方自治体独自負担に依存しており、   

地方自治体独自加算がないと都市部では保貴所が運営できないのが現状です0鐘童   

所の経営実御調査を行い、都市部における保育所運営費額を国が通草に定めてい   

ただきますよう、要望いたします。   

また、保育所を設置する法人の類型にかかわらず同様の補助が望ましく、現在、  

都市部においては土地建物を賃借して運営している保育所が増えていることから、  

保育所運営費についてハード交付金に相当する額を増額していただけると有難く  

存じます。  

1 利用者による選択について   

「利用者（親）の選択に委ねると親の都合で保育所が選ばれ、子どものことが後  

「子どもにとって良い  という議論がありますが、やはり親は   回しになるのでは？」  

保育園」を選んでいくと考え草す。弊社でも「よりよく生きる力の基礎を育てる」  

という保育目標を掲げ、保育の質を高める努力を続けてまいりたいと考えています。  

のためには、すべて利用者の  ネットを必要とする子ども   一方、セーフティ  

選択に委ねるのではなく、行政が関与する何らかの仕組みを残す必要があるではな  

いかと考えております。   




